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(57)【要約】
本発明はホーム基地局（１）と連携して効率的なトラフ
ィック搬送を可能にする方法及び装置に関する。ホーム
基地局と接続されている移動体端末（２）からホーム基
地局に着信するトラフィックをローカルブレークアウト
・トランスポート手段によってトランスポートすること
が可能となる。このトランスポートは、ローカルネット
ワーク（２０）を介してローカルノード（４）へ、又は
、移動通信システムのコアネットワーク（１５）を経由
することなくインターネット（２１）へトラフィックを
転送することを意味する。移動体端末とホーム基地局と
の間に延びた無線ベアラであるローカルブレークアウト
ベアラ （２２）が確立される。上記移動体端末は、ロ
ーカルブレークアウトベアラでの、ホーム基地局へのロ
ーカルブレークアウト・トランスポートの対象とすべき
アップリンクトラフィックの転送を行う。従って、ロー
カルノード又はインターネットを宛先とするトラフィッ
クがコアネットワークを経由する必要がなくなり、これ
によって効率のよいトラフィック転送が可能となる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　トラフィック転送を行う移動体端末（２）における方法であって、前記移動体端末はホ
ーム基地局（１）との無線接続部を有し、該ホーム基地局（１）は、複数のローカルノー
ド（４）を備えたローカルネットワークとの接続部（５、８）と、アクセスネットワーク
（１４）を介する移動通信システムのコアネットワーク（１５）との接続部と、前記アク
セスネットワークを介するインターネット（２１）との接続部とを備え、
　前記方法は、
　前記コアネットワークを経由することなく、ローカルノードとインターネットの少なく
ともいずれかへのアップリンクトラフィックの転送を示すローカルブレークアウト・トラ
ンスポートの対象とすべき前記アップリンクトラフィックを識別する工程（１４３）と、
　ローカルブレークアウト・トランスポートの対象とすべきトラフィックのための、前記
移動体端末と前記ホーム基地局との間に延びた無線ベアラである専用ローカルブレークア
ウトベアラ（２２）を確立するためにシグナリングを用いて前記ホーム基地局と通信を行
う工程（１４２）と、
　前記確立されたローカルブレークアウトベアラで前記識別されたアップリンクトラフィ
ックを前記ホーム基地局へ送信する工程（１４４）とを有することを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記ホーム基地局（１）は、３ＧホームノードＢ又はＥＰＳ／ＬＴＥ　Ｈｏｍｅ　ｅＮ
ｏｄｅＢであり、
　前記コアネットワーク（１５）は、３ＧＰＰコアネットワークであることを特徴とする
請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記ローカルブレークアウトベアラ（２２）を確立するために前記ホーム基地局（１）
と通信を行う工程（１４２）は、ローカルブレークアウト・トランスポートの対象とすべ
きトラフィック用専用ＩＰアドレスを前記ホーム基地局から受信する工程を含み、
　前記送信する工程（１４４）は、前記ローカルブレークアウトベアラ（２２）で送信さ
れる前記アップリンクトラフィック用のソースアドレスとして前記受信されたＩＰアドレ
スを使用する工程を含むことを特徴とする請求項１又は２に記載の方法。
【請求項４】
　ローカルブレークアウト・トランスポートの対象とすべきトラフィック用専用ＩＰアド
レスを取得するために、動的ホスト構成プロトコル（ＤＨＣＰ）サーバ（６１）との通信
を行う工程（１４２）をさらに有し、
　前記送信する工程（１４４）は、前記ローカルブレークアウトベアラ（２２）で送信さ
れる前記アップリンクトラフィック用のソースアドレスとして前記取得されたＩＰアドレ
スを使用する工程を含むことを特徴とする請求項１又は２に記載の方法。
【請求項５】
　前記ローカルブレークアウトベアラ（２２）を確立するために前記ホーム基地局（１）
と通信を行う工程（１４１）は、前記ローカルブレークアウトベアラの確立のための要求
メッセージ（６２、８１、９１、１１１）を前記ホーム基地局（１）へ送信する工程を含
み、
　前記要求メッセージは、前記ローカルブレークアウトベアラの前記確立に関してプリフ
ァレンスを指定するプリファレンス情報を含むことを特徴とする請求項１乃至４のいずれ
か１項に記載の方法。
【請求項６】
　前記プリファレンス情報は、
　前記ローカルブレークアウトベアラ（２２）が、
　無条件に確立されるか、
　ローカルネットワーク（２０）へのトラフィックのローカルブレークアウト・トランス
ポートを構成することができる場合にのみ確立されるか、
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　インターネット（２１）へのトラフィックのローカルブレークアウト・トランスポート
を構成することができる場合にのみ確立されるか、
　ローカルネットワークへのトラフィックのローカルブレークアウト・トランスポートと
、インターネットへのトラフィックのローカルブレークアウト・トランスポートとのうち
の少なくとも一方のローカルブレークアウト・トランスポートを構成することができる場
合にのみ確立されるか、あるいは、
　ローカルネットワークへのトラフィックのローカルブレークアウト・トランスポートと
、インターネットへのトラフィックのローカルブレークアウト・トランスポートとの双方
のローカルブレークアウト・トランスポートを構成することができる場合にのみ確立され
るかどうかを指定する確立条件に関する情報を含むことを特徴とする請求項５に記載の方
法。
【請求項７】
　前記プリファレンス情報は、１つ以上のタイプの情報、即ち、
　前記移動体端末（２）が、前記ローカルブレークアウトベアラ（２２）用として前記コ
アネットワーク（１５）により割り当てられたＩＰアドレスを使用することを予期する旨
の情報と、
　前記移動体端末が、前記ローカルブレークアウトベアラ用として割り当てられた専用Ｉ
Ｐアドレスを、ＤＨＣＰサーバ（６１）から、又は、前記ホーム基地局（１）から取得す
ることを予期する旨の情報と、
　前記ローカルブレークアウトベアラ（２２）で搬送されるトラフィック用の、前記ホー
ム基地局から得られるネットワークアドレスの変換（ＮＡＴ）サポートの必要性に関する
情報とを有するＩＰアドレス割当てプリファレンスに関する情報を含むことを特徴とする
請求項５又は６に記載の方法。
【請求項８】
　前記ローカルブレークアウトベアラ（２２）を確立するために前記ホーム基地局（１）
と通信を行う工程（１４１）は、１つ以上の無線リソース制御（ＲＲＣ）シグナリングメ
ッセージを前記移動体端末（２）と前記ホーム基地局との間で交換することによって実行
されることを特徴とする請求項１乃至７のいずれか１項に記載の方法。
【請求項９】
　前記１つ以上のＲＲＣシグナリングメッセージは、ローカルブレークアウトベアラの確
立要求（６２）のために専用とされるＲＲＣタイプのメッセージか、ＲＲＣ接続要求メッ
セージか、あるいは、測定レポートメッセージを含むことを特徴とする請求項８に記載の
方法。
【請求項１０】
　前記ローカルブレークアウトベアラ（２２）を確立するために前記ホーム基地局（１）
と通信を行う工程（１４１）は、１つ以上の非アクセス層（ＮＡＳ）シグナリングメッセ
ージを前記移動体端末（２）と前記ホーム基地局との間で交換することによって実行され
ることを特徴とする請求項１乃至７のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１１】
　前記１つ以上のＮＡＳシグナリングメッセージは、ローカルブレークアウトベアラ要求
のために専用とされるＮＡＳタイプのメッセージか、ＰＤＮ接続要求メッセージか、ある
いは、ベアラリソース割当て要求メッセージを含むことを特徴とする請求項１０に記載の
方法。
【請求項１２】
　ローカルブレークアウト・トランスポートをどのトラフィックに対して行うのが望まし
いかを指定する、前記移動体端末（２）内の構成設定情報に従って、トラフィックがロー
カルブレークアウト・トランスポート用として識別されることを特徴とする請求項１乃至
１１のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１３】
　ローカルブレークアウト・トランスポートを行うことが望ましい対象トラフィックに関
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する、前記移動体端末（２）のユーザにより提供される指標に従って、トラフィックがロ
ーカルブレークアウト・トランスポート用として識別されることを特徴とする請求項１乃
至１１のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１４】
　トラフィック転送を行うホーム基地局（１）における方法であって、前記ホーム基地局
は、無線インタフェースを介する１つ以上の移動体端末（２）との接続部と、複数のロー
カルノード（４）を備えたローカルネットワークとの接続部（５、８）と、アクセスネッ
トワーク（１４）を介する移動通信システムのコアネットワーク（１５）との接続部と、
前記アクセスネットワークを介するインターネット（２１）との接続部とを備え、
　前記方法は、
　前記コアネットワークを経由することなく、ローカルノードとインターネットの少なく
ともいずれかへのアップリンクトラフィックの転送を示すローカルブレークアウト・トラ
ンスポートの対象とすべきトラフィックのための、前記移動体端末（２）と前記ホーム基
地局（１）との間に延びた無線ベアラである専用ローカルブレークアウトベアラ（２２）
を確立するためにシグナリングを用いて前記移動体端末との通信を行う工程（１５１）と
、
　前記確立されたローカルブレークアウトベアラ（２２）で前記移動体端末（２）からア
ップリンクトラフィックを受信する工程（１５２）と、
　ローカルブレークアウト・トランスポートに従って前記ローカルブレークアウトベアラ
で受信した前記アップリンクトラフィックを転送する工程（１５３）とを有することを特
徴とする方法。
【請求項１５】
　前記ホーム基地局（１）は、３ＧホームノードＢ又はＥＰＳ／ＬＴＥ　Ｈｏｍｅ　ｅＮ
ｏｄｅＢであり、
　前記コアネットワーク（１５）は３ＧＰＰコアネットワークであることを特徴とする請
求項１４に記載の方法。
【請求項１６】
　前記ローカルブレークアウトベアラ（２２）を確立するために前記移動体端末（２）と
の通信を行う工程（１５１）は、ローカルブレークアウト・トランスポートの対象とすべ
きトラフィック用専用ＩＰアドレスを前記移動体端末へ送信する工程を含むことを特徴と
する請求項１４又は１５に記載の方法。
【請求項１７】
　ローカルブレークアウト・トランスポートの対象とすべきトラフィック用専用ＩＰアド
レスを取得するために、動的ホスト構成プロトコル（ＤＨＣＰ）サーバと通信を行う工程
（１５６）をさらに有することを特徴とする請求項１４乃至１６のいずれか１項に記載の
方法。
【請求項１８】
　前記ローカルブレークアウトベアラ（２２）を確立するために前記移動体端末（２）と
の通信を行う工程（１５１）は、
　　　前記ローカルブレークアウトベアラの確立のため、前記ローカルブレークアウトベ
アラの確立に関してプリファレンスを指定するプリファレンス情報を含む要求メッセージ
（６２、８１、９１、１１１）を受信する工程と、
　　　前記プリファレンス情報に従って前記ローカルブレークアウトベアラを確立する工
程とを含むことを特徴とする請求項１４乃至１７のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１９】
　前記ローカルブレークアウトベアラ（２２）を確立するために前記移動体端末（２）と
の通信を行う工程（１５１）は、１つ以上の無線リソース制御（ＲＲＣ）シグナリングメ
ッセージを前記移動体端末と前記ホーム基地局（１）との間で交換することによって実行
されることを特徴とする請求項１４乃至１８のいずれか１項に記載の方法。
【請求項２０】
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　前記１つ以上のＲＲＣシグナリングメッセージは、ローカルブレークアウトベアラの確
立要求専用とされるＲＲＣタイプのメッセージか、ＲＲＣ接続要求（Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏ
ｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔ）メッセージか、あるいは、測定レポート（Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ
　Ｒｅｐｏｒｔ）メッセージを含むことを特徴とする請求項１９に記載の方法。
【請求項２１】
　前記ローカルブレークアウトベアラ（２２）を確立するために前記移動体端末（２）と
の通信を行う工程は、１つ以上の非アクセス層（ＮＡＳ）シグナリングメッセージを前記
移動体端末と前記ホーム基地局（１）との間で交換することによって実行されることを特
徴とする請求項１４乃至１８のいずれか１項に記載の方法。
【請求項２２】
　前記１つ以上のＮＡＳシグナリングメッセージは、ローカルブレークアウトベアラ要求
専用とされるＮＡＳタイプのメッセージか、ＰＤＮ接続要求（ＰＤＮ　ＣＯＮＮＥＣＴＩ
ＶＩＴＹ　ＲＥＱＵＥＳＴ）メッセージか、あるいは、ベアラリソース割当て要求（ＢＥ
ＡＲＥＲ　ＲＥＳＯＵＲＣＥ　ＡＬＬＯＣＡＴＩＯＮ　ＲＥＱＵＥＳＴ）メッセージを含
むことを特徴とする請求項２１に記載の方法。
【請求項２３】
　前記移動体端末（２）と前記ホーム基地局（１）との間で１つ以上のＮＡＳシグナリン
グメッセージを交換する工程は、
　ＮＡＳメッセージがローカルブレークアウトベアラの確立に関するかどうかを判定する
ために前記移動体端末からのＮＡＳシグナリングを遮断する工程と、
　前記ＮＡＳメッセージがローカルブレークアウトベアラの確立に関連するなら、前記ホ
ーム基地局の内部において前記ＮＡＳメッセージを処理する工程と、
　前記ＮＡＳメッセージがローカルブレークアウトベアラの確立に関連しないなら、前記
ＮＡＳメッセージを前記コアネットワーク（１５）へ転送する工程とに関与することを特
徴とする請求項２１又は２２に記載の方法。
【請求項２４】
　前記ローカルネットワーク（２０）と前記インターネット（２１）の内の少なくともい
ずれかから前記ローカルブレークアウトベアラ（２２）で受信した（１５４）ダウンリン
クトラフィックを前記移動体端末（２）へ転送する工程（１５５）をさらに有することを
特徴とする請求項１４乃至２３のいずれか１項に記載の方法。
【請求項２５】
　前記ホーム基地局（１）においてローカルブレークアウト・トランスポート機能を動作
可能にするか、あるいは、動作不能にする制御情報を受信するために、運用及び保守シス
テムと通信を行う工程をさらに有することを特徴とする請求項１４乃至２４のいずれか１
項に記載の方法。
【請求項２６】
　移動通信システムにおいて用いる移動体端末（２）であって、
　前記移動体端末は、
　複数のローカルノード（４）を備えたローカルネットワーク（２０）との接続部と、ア
クセスネットワーク（１４）を介した前記移動通信システムのコアネットワーク（１５）
との接続部と、前記アクセスネットワークを介したインターネット（２１）との接続部と
を有するホーム基地局（１）との接続用として適合された無線インタフェース（１６４）
を有し、
　前記移動体端末はさらに、
　　ローカルブレークアウト・トランスポートの対象とすべきアップリンクトラフィック
を識別し、ローカルブレークアウト・トランスポートの対象とすべきトラフィックのため
の専用ローカルブレークアウトベアラ（２２）を確立するためにシグナリングを用いて前
記ホーム基地局と通信を行うよう適合される処理ユニット（１６１）と、
　　前記識別されたアップリンクトラフィックを前記確立されたローカルブレークアウト
ベアラで前記ホーム基地局へ送信するように適合された出力ユニット（１６２）とをさら
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に備え、
　　前記ローカルブレークアウト・トランスポートは、前記コアネットワークを経由する
ことなく、ローカルノードと前記インターネットとの内の少なくともいずれかへアップリ
ンクトラフィックを転送することを示し、
　　前記ローカルブレークアウトベアラは、前記移動体端末（２）と前記ホーム基地局（
１）との間に延びた無線ベアラであることを特徴とする移動体端末。
【請求項２７】
　前記ホーム基地局（１）は、３ＧホームノードＢ又はＥＰＳ／ＬＴＥ　Ｈｏｍｅ　ｅＮ
ｏｄｅＢであり、
　前記コアネットワークは、３ＧＰＰコアネットワーク（１５）であることを特徴とする
請求項２６に記載の移動体端末。
【請求項２８】
　前記移動体端末はさらに、ローカルブレークアウト・トランスポートの対象とすべきト
ラフィック用専用ＩＰアドレスを、前記ホーム基地局（１）から受信するように適合され
た入力ユニット（１６３）をさらに含み、
　前記出力ユニット（１６２）は、前記ローカルブレークアウトベアラ（２２）で送信さ
れる前記アップリンクトラフィック用のソースアドレスとして、前記受信されたＩＰアド
レスを使用するように適合されることを特徴とする請求項２６又は２７に記載の移動体端
末。
【請求項２９】
　前記処理ユニット（１６１）はさらに、ローカルブレークアウト・トランスポートの対
象とすべきトラフィック用専用ＩＰアドレスを取得するために、ＤＨＣＰ（動的ホスト構
成プロトコル）サーバ（６１）と通信を行うように適合され、
　前記出力ユニットは、前記ローカルブレークアウトベアラで送信される前記アップリン
クトラフィック用のソースアドレスとして、前記取得されたＩＰアドレスを使用するよう
に適合されることを特徴とする請求項２６又は２７に記載の移動体端末。
【請求項３０】
　前記処理ユニット（１６１）及び前記出力ユニット（１６２）はさらに、前記ローカル
ブレークアウトベアラ（２２）の確立を求める、前記ローカルブレークアウトベアラの確
立に関してプリファレンスを指定するプリファレンス情報を含む要求メッセージ（６２、
８１、９１、１１１）を創成し、前記ホーム基地局（１）へ送信するよう適合されること
を特徴とする請求項２６乃至２９のいずれか１項に記載の移動体端末。
【請求項３１】
　前記プリファレンス情報は、
　前記ローカルブレークアウトベアラ（２２）が
　　無条件に確立されるか、
　　前記ローカルネットワーク（２０）へのトラフィックのローカルブレークアウト・ト
ランスポートを構成することができる場合にのみ確立されるか、
　　前記インターネット（２１）へのトラフィックのローカルブレークアウト・トランス
ポートを構成することができる場合にのみ確立されるか、
　　前記ローカルネットワークへのトラフィックのローカルブレークアウト・トランスポ
ートと前記インターネットへのトラフィックのローカルブレークアウト・トランスポート
との内の少なくとも一方のローカルブレークアウト・トランスポートを構成することがで
きる場合にのみ確立されるか、あるいは、
　　前記ローカルネットワークへのトラフィックのローカルブレークアウト・トランスポ
ートと前記インターネットへのトラフィックのローカルブレークアウト・トランスポート
との両方のブレークアウト・トランスポートを構成することができる場合にのみ確立され
るかどうかを指定する確立条件に関する情報を含むことを特徴とする請求項３０に記載の
移動体端末。
【請求項３２】
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　前記プリファレンス情報は、１つ以上のタイプの情報、即ち、
　　前記移動体端末が、前記コアネットワーク（１５）により割り当てられたＩＰアドレ
スを前記ローカルブレークアウトベアラ（２２）のために使用することを予期する旨の情
報と、
　　前記移動体端末が、前記ローカルブレークアウトベアラ用のために割り当てられた専
用ＩＰアドレスを、ＤＨＣＰサーバ（６１）、又は、前記ホーム基地局（１）から取得す
ることを予期する旨の情報と、
　　前記ローカルブレークアウトベアラ（２２）で搬送されるトラフィックに対する、前
記ホーム基地局から得られるネットワークアドレス変換（ＮＡＴ）サポートの必要性に関
する情報とを有するＩＰアドレス割当てプリファレンスに関する情報を含むことを特徴と
する請求項３０又は３１に記載の移動体端末。
【請求項３３】
　前記処理ユニット（１６１）は、１つ以上の無線リソース制御（ＲＲＣ）シグナリング
メッセージを前記移動体端末と前記ホーム基地局との間で交換することによって前記ロー
カルブレークアウトベアラを確立するために、前記ホーム基地局（１）と通信を行うよう
に適合されることを特徴とする請求項２６乃至３２のいずれか１項に記載の移動体端末。
【請求項３４】
　前記１つ以上のＲＲＣシグナリングメッセージは、ローカルブレークアウトベアラ要求
専用とされるＲＲＣタイプのメッセージか、ＲＲＣ接続要求（Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｒ
ｅｑｕｅｓｔ）メッセージか、あるいは、接続レポート（Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｒｅ
ｐｏｒｔ）メッセージを含むことを特徴とする請求項３３に記載の移動体端末。
【請求項３５】
　前記処理ユニット（１６１）は、１つ以上の非アクセス層（ＮＡＳ）シグナリングメッ
セージを前記移動体端末と前記ホーム基地局との間で交換することによって前記ローカル
ブレークアウトベアラ（２２）を確立するために、前記ホーム基地局（１）と通信を行う
ように適合されることを特徴とする請求項２６乃至３２のいずれか１項に記載の移動体端
末。
【請求項３６】
　前記１つ以上のＮＡＳシグナリングメッセージは、ローカルブレークアウトベアラ要求
専用とされるＮＡＳタイプのメッセージか、ＰＤＮ接続要求（ＰＤＮ　ＣＯＮＮＥＣＴＩ
ＶＩＴＹ　ＲＥＱＵＥＳＴ）メッセージか、あるいは、ベアラリソース割当て要求（ＢＥ
ＡＲＥＲ　ＲＥＱＵＥＳＴ　ＡＬＬＯＣＡＴＩＯＮ　ＲＥＱＵＥＳＴ）メッセージを含む
ことを特徴とする請求項３５に記載の移動体端末。
【請求項３７】
　前記移動体端末は、ローカルブレークアウト・トランスポートをどのトラフィックに対
して行うのが望ましいかを指定する構成設定情報を格納する格納ユニット（１６５）をさ
らに備え、
　前記処理ユニットは、前記構成設定情報に従ってローカルブレークアウト・トランスポ
ート用のトラフィックを識別するように適合されることを特徴とする請求項２６乃至３６
のいずれか１項に記載の移動体端末。
【請求項３８】
　前記処理ユニット（１６１）はさらに、ローカルブレークアウト・トランスポートを行
うことが望ましいトラフィックに関して、前記移動体端末のユーザにより提供される指標
に従って、ローカルブレークアウト・ベアラ（２２）用トラフィックを識別するよう適合
されることを特徴とする請求項２６乃至３６のいずれか１項に記載の移動体端末。
【請求項３９】
　移動通信システムにおいて用いられるホーム基地局（１）であって、前記ホーム基地局
は、
　少なくとも１つの移動体端末（２）との接続のために適合された無線インタフェース（
３）と、
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　複数のローカルノード（４）を備えたローカルネットワーク（２０）との接続のために
適合されたインタフェース（１８１）と、
　アクセスネットワーク（１４）を介して前記移動通信システムのコアネットワーク（１
５）と接続するように適合されたインタフェース（１８３）と、
　前記アクセスネットワークを介してインターネット（２１）と接続するように適合され
たインタフェース（１８３）とを備え、
　前記ホーム基地局はさらに、
　ローカルブレークアウト・トランスポートの対象とすべきトラフィックのための専用ロ
ーカルブレークアウトベアラ（２２）を確立するために、シグナリングを用いて前記移動
体端末との通信を行うよう適合された処理ユニット（１８５）と、
　前記確立されたローカルブレークアウトベアラで前記移動体端末からアップリンクトラ
フィックを受信するように適合された入力ユニット（１８２）と、
　前記ローカルブレークアウト・トランスポートに従って前記ローカルブレークアウトベ
アラで受信された前記アップリンクトラフィックを転送するように適合された出力ユニッ
ト（１８４）とを備え、
　前記ローカルブレークアウト・トランスポートが、前記コアネットワークを経由するこ
となく、前記ローカルノードと前記インターネットとの内の少なくともいずれかへ前記ア
ップリンクトラフィックを転送することを示し、
　前記ローカルブレークアウトベアラは、前記移動体端末と前記ホーム基地局との間に延
びた無線ベアラであることを特徴とするホーム基地局。
【請求項４０】
　前記ホーム基地局（１）は、３ＧホームノードＢ又はＥＰＳ／ＬＴＥ　Ｈｏｍｅ　ｅＮ
ｏｄｅＢであり、
　前記コアネットワーク（１５）は、３ＧＰＰコアネットワークであることを特徴とする
請求項３９に記載のホーム基地局。
【請求項４１】
　前記処理ユニット（１８５）は、前記移動体端末（２）へのローカルブレークアウト・
トランスポートの対象とすべきトラフィック用専用ＩＰアドレスを送信するように適合さ
れていることを特徴とする請求項３９又は４０に記載のホーム基地局。
【請求項４２】
　前記処理ユニット（１８５）はさらに、ローカルブレークアウト・トランスポートの対
象とすべきトラフィック用専用ＩＰアドレスを取得するために、ＤＨＣＰ（動的ホスト構
成プロトコル）サーバ（６１）と通信を行うよう適合されることを特徴とする請求項３９
乃至４１のいずれか１項に記載のホーム基地局。
【請求項４３】
　前記処理ユニット（１８５）はさらに、
　　前記移動体端末（２）からの、前記ローカルブレークアウトベアラ（２２）の確立の
ため、前記ローカルブレークアウトベアラの確立に関してプリファレンスを指定するプリ
ファレンス情報を含む要求メッセージ（６２、８１、９１、１１１）の受信と処理とを行
い、
　　前記プリファレンス情報に従って、前記ローカルブレークアウトベアラを確立するよ
うに適合されることを特徴とする請求項３９乃至４２のいずれか１項に記載のホーム基地
局。
【請求項４４】
　前記処理ユニット（１８５）は、１つ以上の無線リソース制御（ＲＲＣ）シグナリング
メッセージを前記移動体端末と前記ホーム基地局との間で交換することによって前記ロー
カルブレークアウトベアラ（２２）を確立するために、前記移動体端末（２）と通信を行
うように適合されることを特徴とする請求項３９乃至４３のいずれか１項に記載のホーム
基地局。
【請求項４５】
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　前記１つのＲＲＣシグナリングメッセージは、ローカルブレークアウトベアラ要求専用
とされるＲＲＣタイプのメッセージか、ＲＲＣ接続要求（Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅｑ
ｕｅｓｔ）メッセージか、あるいは、測定レポート（Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｒｅｐｏ
ｒｔ）メッセージを含むことを特徴とする請求項４４に記載のホーム基地局。
【請求項４６】
　前記処理ユニット（１８５）は、１つ以上の非アクセス層（ＮＡＳ）によってシグナリ
ングメッセージを前記移動体端末と前記ホーム基地局との間で交換することによって前記
ローカルブレークアウトベアラを確立するために、前記移動体端末（２）と通信を行うよ
うに適合されることを特徴とする請求項３９乃至４３のいずれか１項に記載のホーム基地
局。
【請求項４７】
　前記１つ以上のＮＡＳシグナリングメッセージは、ローカルブレークアウトベアラ専用
とされるＮＡＳタイプのメッセージか、ＰＤＮ接続要求（ＰＤＮ　ＣＯＮＮＥＣＴＩＶＩ
ＴＹ　ＲＥＱＵＥＳＴ）メッセージか、あるいは、ベアラリソース割当て要求（ＢＥＡＲ
ＥＲ　ＲＥＳＯＵＲＣＥ　ＡＬＬＯＣＡＴＩＯＮ　ＲＥＱＵＥＳＴ）メッセージを含むこ
とを特徴とする請求項４６に記載のホーム基地局。
【請求項４８】
　前記処理ユニット（１８５）はさらに、
　　ＮＡＳメッセージがローカルブレークアウトベアラの確立に関連するものであるかど
うかを判定するために前記移動体端末（２）からＮＡＳシグナリングを遮断し、
　　前記ＮＡＳメッセージがローカルブレークアウトベアラの確立に関連するなら、前記
ＮＡＳメッセージを処理し、
　　前記ＮＡＳメッセージがローカルブレークアウトベアラ（２２）の確立に関連しなけ
れば、前記ＮＡＳメッセージをコアネットワーク（１５）へ転送するよう適合されること
を特徴とする請求項４６又は４７に記載のホーム基地局。
【請求項４９】
　前記出力ユニット（１８４）はさらに、前記ローカルネットワーク（２０）と前記イン
ターネット（２１）との内の少なくともいずれかから受信したダウンリンクトラフィック
（１８４）を前記ローカルブレークアウトベアラ（２２）で前記移動体端末（２）へ転送
するよう適合されることを特徴とする請求項３９乃至４８のいずれか１項に記載のホーム
基地局。
【請求項５０】
　前記処理ユニット（１８５）はさらに、制御情報を受信し、前記制御情報に従って、前
記ホーム基地局においてローカルブレークアウト・トランスポート機能を動作可能にする
か、あるいは、動作不能にするために運用及び保守システムと通信を行うよう適合される
ことを特徴とする請求項３９乃至４９のいずれか１項に記載のホーム基地局。
【請求項５１】
　通信システムの運用及び保守システムにおいて用いられる運用及び保守ノード（１７０
）であって、
　前記ノードは、ローカルブレークアウト・トランスポートのために前記ホーム基地局（
１）を動作可能にしたり、動作不能にしたりするために前記ホーム基地局と通信を行うよ
うに適合された制御ユニット（１７１）を備え、
　前記ローカルブレークアウト・トランスポートは、移動通信システムのコアネットワー
ク（１５）を経由することなく、ローカルノード（４）とインターネット（２１）との内
の少なくともいずれかへトラフィックを転送することを示すものであることを特徴とする
運用及び保守ノード。
【請求項５２】
　通信システムの運用及び保守システムの運用及び保守ノード（１７０）における方法で
あって、
　ローカルブレークアウト・トランスポートのために前記ホーム基地局を動作可能にした
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り、動作不能にしたりするための制御情報をホーム基地局（１）へ送信する工程を有し、
　前記ローカルブレークアウト・トランスポートは、移動通信システムのコアネットワー
ク（１５）を経由することなく、ローカルノード（４）とインターネット（２１）との内
の少なくともいずれかへトラフィックを転送することを示すものであることを特徴とする
方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ホーム基地局を備えた通信システムにおける方法及び構成に関し、特に、ホ
ーム基地局と接続してトラフィックを管理する方法及び構成に関する。
【背景技術】
【０００２】
　第３世代ＵＭＴＳシステム（例えば、非特許文献１、特に、その発展型バージョンＳＡ
Ｅ／ＬＴＥ（例えば、（発展型パケットシステム（ＥＰＳ）とも呼ばれる）非特許文献２
、及び、非特許文献３において、ホーム基地局というコンセプトが導入されている。３Ｇ
においてホーム基地局がＨｏｍｅ　ＮｏｄｅＢ（ＨＮＢ）と呼ばれるのに対して、ＥＰＳ
においては、ホーム基地局はＨｏｍｅ　ｅＮｏｄｅＢ（ＨｅＮＢ）と呼ばれる。ホーム基
地局はプライベートな家庭内に配置され、移動通信システムのコアネットワークにアクセ
スするためのホーム所有者の固定ブロードバンド接続を利用するものと仮定されている。
また、ホーム所有者がホーム基地局の実際の物理的設置の管理を行うことも仮定されてい
る。このため、ホーム基地局の配備計画は不可能となる。なぜなら、ホーム基地局の大部
分が移動通信システムの通信事業者の制御の範囲外になるからである。ホーム基地局とい
うコンセプトの別の重要な特性として、潜在的に非常に多数のホーム基地局が存在するこ
とが挙げられる。
【０００３】
　（Ｈｏｍｅ　ＮｏｄｅＢあるいはＨｏｍｅ　ｅＮｏｄｅＢのような）ホーム基地局は、
通信事業者のネットワークの境界においてセキュリティゲートウェイにつながる（ＩＰｓ
ｅｃにより保護されているものと仮定される）安全なトンネルを介して通信事業者のコア
ネットワークと接続している。このトンネルを介して、ホーム基地局は、通信事業者のコ
アネットワークのコアネットワークノード（ＥＰＳ内のＳＩインタフェースを介するＭＭ
Ｅ及びＳ－ＧＷ、あるいは、３Ｇ　ＵＭＴＳ内のＩｕインタフェース又はＩｕｈインタフ
ェースを介するＳＧＳＮ及びＭＳＣ（又はＭＧＷ及びＭＳＣサーバ）など）と接続する。
３ＧＰＰ通信事業者はまた、ホーム基地局と正規のコアネットワークノードとの間におい
て通信事業者のネットワーク内に集信装置ノードを配備している場合もある。ＥＰＳの標
準化では、このような集信装置ノードは一般にＨｅＮＢゲートウェイと呼ばれるが、この
ようなノードはＥＰＳ　ＨｅＮＢによる解決方法におけるオプションのノードであっても
よい。３Ｇ　ＵＭＴＳ規格における対応するノード名はＨＮＢゲートウェイであり、この
ノードは３Ｇ　ＨＮＢシステムにおいて必須のものである。
【０００４】
　ＥＰＳと３Ｇ　ＵＭＴＳの双方の場合、ホーム基地局は、搬送ネットワーク（の一部）
としてブロードバンドアクセスネットワークを使用する。ホーム基地局とコアネットワー
ク間における可能なネットワークアドレス変換装置（ＮＡＴ）は、例えば（ＩＫＥｖ２の
ような）インターネットキー交換プロトコルを使用している場合、安全なトンネルにとっ
て問題となるものではない。この交換プロトコルは、ＮＡＴトラバーサル（すなわち、必
要に応じて行われるＥＰＳトラフィック用のアクティベートＵＤＰ（ユーザデータグラム
プロトコル）カプセル化）の管理が可能であり、かつ、安全なトンネル確立のために使用
されると仮定されている。
【０００５】
　さらに、ユーザプレーンセキュリティ、ＲＬＣプロトコル及びＰＤＣＰプロトコルは、
３ＧではＲＮＣにおいて、及び、ＬＴＥではｅＮｏｄｅＢにおいて終端される。ホーム基
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地局が使用されているとき、これらのプロトコルは、ホーム基地局において（ＲＮＣ機能
が３Ｇ　ＨＮＢアーキテクチャ内のＨＮＢ内に存在する場合にはＨＮＢ内において、ある
いは、ＲＮＣ機能がＬＴＥ内のＨｅＮＢに置かれている場合にはＨｅＮＢにおいて）終端
される。これによって、ホーム基地局においてユーザプレーンＩＰパケットを容易に可視
化させている。
【０００６】
　この設定を通じて、ユーザ機器（ＵＥ、移動体端末とも呼ばれる）が、他の任意のＵＥ
の場合のようにホーム基地局及びコアネットワークを介して通信を行うことが可能となる
。しかし、ホーム基地局が（ブロードバンドモデムなどの）該ホーム基地局の所有者のブ
ロードバンドアクセスと接続されているため、このホーム基地局は潜在的に（ローカルＣ
ＰＥネットワークとしても知られている）家庭内ＬＡＮの一部である。従って、ＵＥは、
プリンタ又はコンピュータなどの家庭内ＬＡＮと接続されている別の装置と潜在的に通信
を行うことも可能となる。この結果、ホーム基地局に関連したメカニズムは、ＵＥが（家
庭内ＬＡＮ内の装置と）ローカルに、そして、（家庭内ＬＡＮの外部にある装置と）リモ
ートに通信を可能にする必要があると共に、これら２つのタイプのトラフィックをミック
スし、かつ、同時に進行中の、ローカル及び遠隔の双方による通信セションを行うことが
可能であることが望ましい。
【０００７】
　しかし、従来技術による解決方法によれば、ホーム基地局は、リモートな通信セション
に関連するトラフィックと比較して、ローカルな通信セションに関連するトラフィックに
対する特別の処理を区別し、かつ、この処理を提供することはできない。従って、現行の
ホーム基地局による解決方法には、特定タイプのトラフィックに適合したさらに効率のよ
いトラフィック管理の実現のための、ローカルなトラフィックと遠隔トラフィックとを別
様に管理する方法が存在していない。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００８】
【非特許文献１】３ＧＰＰ　ＴＳ２３．００２、「第３世代パートナープロジェクト技術
仕様グループサービス及びシステムの諸側面」、ネットワークアーキテクチャ（リリース
８）、２００７年１２月
【非特許文献２】３ＧＰＰ　ＴＳ２３．４０１　ｖ８．１．０、「第３世代パートナープ
ロジェクト；技術仕様グループサービス及びシステムの諸側面；発展型ＵＭＴＳ地上波無
線アクセスネットワーク（Ｅ－ＵＴＲＡＮ）のための汎用パケット無線サービス（ＧＰＲ
Ｓ）の拡張機能（リリース８）」、２００８年３月
【非特許文献３】３ＧＰＰ　ＴＳ３６．４０１　ｖ８．１．０、「第３世代パートナープ
ロジェクト；技術仕様グループ無線アクセスネットワーク；発展型ＵＭＴＳ地上波無線ア
クセスネットワーク（Ｅ－ＵＴＲＡＮ）；アーキテクチャ記述（リリース８）、２００８
年３月
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明の目的は、ホーム基地局を備えた通信システムにおいて効率のよいトラフィック
搬送を可能にする方法及び構成を提供することである。
【００１０】
　上述の目的は独立請求項に係る複数の方法及びノードにより実現される。
【００１１】
　本発明の実施例の基本アイデアは、ホーム基地局を介して移動体端末からの様々なタイ
プのアップリンクトラフィックの様々なタイプの搬送を可能にすることである。本発明の
実施例は、ホーム基地局を介してトラフィックのローカルブレークアウト・トランスポー
ト（local breakout transportation）を可能にすることであり、このトランスポートは
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、トラフィックが移動通信システムのコアネットワークを経由することなくトランスポー
トされることを示唆するものである。本発明の実施例によれば、移動体端末とホーム基地
局との間において、ローカルブレークアウト・トランスポートの対象とすべきトラフィッ
クに対して別個の専用ベアラが確立される。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明の第１の実施例は、移動体端末におけるトラフィックの転送方法を提供する。こ
の移動体端末はホーム基地局との無線接続部を有する。ホーム基地局は、複数のローカル
ノードを備えたローカルネットワークとの接続部と、アクセスネットワークを介する移動
通信システムのコアネットワークとの接続部と、アクセスネットワークを介するインター
ネットとの接続部とを有する。この方法は、ローカルブレークアウト・トランスポートの
対象とすべきアップリンクトラフィックを識別する工程を含む。ローカルブレークアウト
・トランスポートとは、コアネットワークを経由することなく、アップリンクトラフィッ
クをローカルノードとインターネットとの内の少なくともいずれかへ転送することを示唆
する。この方法には、ローカルブレークアウト・トランスポートの対象とすべきトラフィ
ックのための専用ローカルブレークアウトベアラを確立するために、シグナリングを用い
てホーム基地局と通信を行う工程も含まれる。前記ローカルブレークアウトベアラは移動
体端末とホーム基地局との間に延びた無線ベアラである。この方法によれば、前記識別さ
れたアップリンクトラフィックは前記確立されたローカルブレークアウトベアラでホーム
基地局へ送信される。
【００１３】
　本発明の第２の実施例は、ホーム基地局におけるトラフィックの転送方法を提供する。
ホーム基地局は、無線インタフェースを介する移動体端末との接続部と、複数のローカル
ノードを備えたローカルネットワークとの接続部と、アクセスネットワークを介する移動
通信システムのコアネットワークとの接続部と、アクセスネットワークを介するインター
ネットとの接続部とを有する。その方法は、ローカルブレークアウト・トランスポートの
対象とすべきトラフィックのための専用ローカルブレークアウトベアラを確立するために
、シグナリングを用いて移動体端末と通信を行う工程が含まれる。上述したように、ロー
カルブレークアウト・トランスポートとは、コアネットワークを経由することなく、ロー
カルノードとインターネットとの内の少なくともいずれかへアップリンクトラフィックを
転送することを示唆するものである。ローカルブレークアウトベアラは移動体端末とホー
ム基地局との間に延びた無線ベアラである。この方法によれば、ホーム基地局は、前記確
立されたローカルブレークアウトベアラで移動体端末からアップリンクトラフィックを受
信し、ローカルブレークアウト・トランスポートに従う前記ローカルブレークアウトベア
ラで前記受信されたアップリンクトラフィックを転送する。
【００１４】
　本発明の第３の実施例は移動通信システムにおいて用いる移動体端末を提供する。この
移動体端末はホーム基地局との接続用として適合された無線インタフェースを有し、その
ホーム基地局は、複数のローカルノードを備えたローカルネットワークと、アクセスネッ
トワークを介して移動通信システムのコアネットワークと、さらに、アクセスネットワー
クを介してインターネットと接続されている。その移動体端末は、ローカルブレークアウ
ト・トランスポートの対象とすべきアップリンクトラフィックを識別するように適合され
た処理ユニットも備える。上述したように、ローカルブレークアウト・トランスポートと
は、コアネットワークを経由することなく、ローカルノードとインターネットとの内の少
なくともいずれかへアップリンクトラフィックを転送することを示唆する。前記処理ユニ
ットはさらに、ローカルブレークアウト・トランスポートの対象とすべきトラフィックの
ための専用ローカルブレークアウトベアラを確立するために、シグナリングを用いてホー
ム基地局と通信を行うよう適合される。前記ローカルブレークアウトベアラは移動体端末
とホーム基地局との間に延びた無線ベアラである。その移動体端末はさらに、ローカルブ
レークアウト・トランスポート用の前記処理ユニットにより識別されたアップリンクトラ
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フィックを、前記確立されたローカルブレークアウトベアラで前記ホーム基地局へ送信す
るように適合された出力ユニットを備える。
【００１５】
　本発明の第４の実施例は移動通信システムにおいて用いるホーム基地局を提供する。こ
のホーム基地局は、１つ以上の移動体端末との接続用として適合された無線インタフェー
スを備えるのみならず、アクセスネットワークを介する移動通信システムのコアネットワ
ークとの接続用として、さらに、アクセスネットワークを介するインターネットとの接続
用として、複数のローカルノードを備えたローカルネットワークとの接続用として適合さ
れた１つ以上のインタフェースも備える。そのホーム基地局はさらに、ローカルブレーク
アウト・トランスポートの対象とすべきトラフィックのための専用ローカルブレークアウ
トベアラを確立するために、シグナリングを用いて移動体端末と通信を行うように適合さ
れた処理ユニットを備える。上述したように、ローカルブレークアウト・トランスポート
とは、コアネットワークを経由することなく、ローカルノードとインターネットの少なく
ともいずれかへアップリンクトラフィックを転送することを示唆するものである。ローカ
ルブレークアウトベアラは移動体端末とホーム基地局との間に延びた無線ベアラである。
そのホーム基地局は、確立されたローカルブレークアウトベアラで移動体端末からアップ
リンクトラフィックを受信するように適合された入力ユニットと、ローカルブレークアウ
ト・トランスポートに従って受信されたアップリンクトラフィックをローカルブレークア
ウトベアラで転送するように適合された出力ユニットとを有している。
【００１６】
　本発明の第５の実施例は、通信システムの運用及び保守システムにおいて使用する運用
及び保守ノードを提供する。このノードはホーム基地局と通信を行うように適合された制
御ユニットを備え、ローカルブレークアウト・トランスポートを行うために、ホーム基地
局を動作可能にしたり、動作不能にしたりする。ローカルブレークアウト・トランスポー
トは、移動通信システムのコアネットワークを経由することなく、ローカルノードとイン
ターネットの少なくともいずれかへトラフィックを転送することを示唆する。
【００１７】
　本発明の第６の実施例は、通信システムの運用及び保守システムの運用及び保守ノード
おける方法を提供する。この方法はローカルブレークアウト・トランスポートのために、
ホーム基地局を動作可能にしたり、動作不能にしたりするために、制御情報をホーム基地
局へ送信する工程を含む。ローカルブレークアウト・トランスポートは、移動通信システ
ムのコアネットワークを経由することなく、ローカルノードとインターネットの少なくと
もいずれかへトラフィックを転送することを示唆する。
【００１８】
　本発明の実施例の利点として、これらの実施例が、ホーム基地局が接続されている接続
先である（家庭内ＬＡＮなどの）ローカルネットワークと接続されている他のノードとロ
ーカルに通信を行う可能性を有するホーム基地局と接続された移動体端末（ＵＥ）を提供
できるという点が挙げられる。ローカルな通信が行われている間、トラフィックはローカ
ルブレークアウト・トランスポートによりトランスポートされる。このローカルブレーク
アウト・トランスポートは、トラフィックが（３ＧＰＰコアネットワークなどの）移動通
信システムのコアネットワークを経由しないことを示唆する。
【００１９】
　本発明の別の実施例の利点として、トラフィックのローカルブレークアウト・トランス
ポートが使用されるとき、ローカル通信中に経験される待ち時間が著しく低減されるとい
う点が挙げられる。
【００２０】
　本発明の実施例のさらに別の利点として、ローカルブレークアウト・トランスポートが
使用されるとき、ローカル通信中のユーザ経験が改善され、かつ、ローカル通信に対する
トラフィック課金及び長い待ち時間と共に生活しなければならないという腹立ちが取り除
かれるという点が挙げられる。
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【００２１】
　本発明の実施例のさらに別の利点として、或るトラフィック用のローカル搬送が使用さ
れるとき、移動通信システムのコアネットワークがオフロードされる（さらに、移動通信
の登録に対する定額制料金が利用されていれば、このようなオフローディングが通信事業
者の収入を減少させることはない）という点が挙げられる。
【００２２】
　さらに、本発明の実施例のさらなる利点として、これらの実施例によって、移動通信シ
ステムのコアネットワークを介することなく、ホーム基地局と接続された移動体端末が、
インターネットとの通信あるいはインターネットを経由する通信（即ち、インターネット
トラフィックのローカルブレークアウト・トランスポート）を行うことが可能になるとい
う利点が挙げられる。これによって、３ＧＰＰの登録トラフィック料金を支払うことなく
、ホーム基地局を介してインターネットにアクセスすることが可能となる。オーバヘッド
の低減に起因して、このタイプのインターネットアクセスは、ユーザがより高速なアクセ
スを経験できるものにもなる。インターネットトラフィックのローカルブレークアウト・
トランスポートが使用される場合、移動通信システムのコアネットワークはオフロードさ
れる。移動通信の登録に対する定額制料金が利用されていれば、このようなオフローディ
ングが通信事業者の収入を減少させることはない。
【００２３】
　本発明の実施例のさらなる利点と特徴は添付図面と併せて以下の詳細な説明を読むとき
明らかになるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】本発明の実施例が実現される第１の適用シナリオを示す概略ブロック図である。
【図２】本発明の実施例が実現される第３の適用シナリオを示す概略ブロック図である。
【図３】本発明の実施例が実現される第５の適用シナリオを示す概略ブロック図である。
【図４】ＨｅＮＢゲートウェイを介する場合と、ＨｅＮＢゲートウェイを使用しない場合
のそれぞれについて、３ＧＰＰ　ＥＰＳコアネットワークと接続されたＨｅＮＢ用制御プ
レーンプロトコルスタックを示す概略ブロック図である。
【図５】ＨｅＮＢゲートウェイを介する場合と、ＨｅＮＢゲートウェイを使用しない場合
のそれぞれについて、３ＧＰＰ　ＥＰＳコアネットワークと接続されたＨｅＮＢ用制御プ
レーンプロトコルスタックを示す概略ブロック図である。
【図６】本発明の第１のタイプの実施例に係る種々のＩＰアドレス割当ての変形例を含む
ローカルブレークアウトベアラの確立手順を示す概略シグナリング図である。
【図７】本発明の第１のタイプの実施例に係る、種々のＩＰアドレス割当ての変形例を含
むローカルブレークアウトベアラの代替確立手順を示す概略シグナリング図である。
【図８】本発明の第２のタイプの実施例に係る、種々のＩＰアドレス割当ての変形例を含
むローカルブレークアウトベアラの確立手順を示す概略シグナリング図である。
【図９】本発明の第２のタイプの実施例に係る、種々のＩＰアドレス割当ての変形例を含
むローカルブレークアウトベアラの代替確立手順を示す概略シグナリング図である。
【図１０】本発明の第２のタイプの実施例に係る、ローカルブレークアウトベアラの確立
解除を示す概略シグナリング図である。
【図１１】本発明の第２のタイプの実施例に係る、種々のＩＰアドレス割当ての変形例を
含むローカルブレークアウトベアラのさらに別の代替確立手順を示す概略シグナリング図
である。
【図１２】本発明の第２のタイプの実施例に係る、種々のＩＰアドレス割当ての変形例を
含むローカルブレークアウトベアラのさらに別の代替確立手順を示す概略シグナリング図
である。
【図１３】本発明のスタンドアロン型ローカルブレークアウト処理（local breakout ope
ration）の実施例に係る、種々のＩＰアドレス割当ての変形例を含むローカルブレークア
ウトベアラの確立手順を示す概略シグナリング図である。
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【図１４】本発明の実施例に係るトラフィック転送のための移動体端末における方法を示
すフローチャートである。
【図１５】本発明の実施例に係るトラフィック転送のためのホーム基地局における方法を
示すフローチャートである。
【図１６】本発明の実施例に係る移動体端末の概略ブロック図である。
【図１７】本発明の実施例に係るＯ＆Ｍノードの概略ブロック図である。
【図１８】本発明の実施例に係るホーム基地局の概略ブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　本発明の好適な実施例が示されている添付図面を参照しながら、以下本発明についてよ
り詳細に説明する。しかしながら、本発明は、多種多様な形態で実施が可能であり、ここ
で説明される実施例に限定されると考えるべきではない。むしろ、これらの実施例は、本
開示が徹底的かつ完全であることを期し、本発明の範囲を当業者に十分に伝えるために提
示するものである。これらの図面では同じ参照番号は同じ要素を指している。本説明の間
ずっと使用される略語の要約リストがこのセクションの最後に提供される。
【００２６】
　上述したように、従来技術による解決方法によれば、トラフィックが、ローカルセショ
ン（ＵＥとローカルＣＰＥネットワーク内の諸装置間の通信）に関するものであるか、あ
るいは、遠隔セション（ＵＥとローカルＣＰＥネットワークの外側にある装置間での通信
）に関するものであるかどうかに関りなく、ホーム基地局がすべてのトラフィックを等し
く処理する。この結果、複数の次善の状況が生じることが考えられる。ホーム基地局と接
続されているＵＥが、ローカルノード（すなわち、ネットワークプリンタ又はマルチプレ
イヤーゲーム用のユーザ機器などのローカルＣＰＥネットワーク内の別のノード）との通
信を所望するとき、ＩＰパケットは、３ＧＰＰコアネットワークにおいて、ＧＧＳＮとＧ
ｉインタフェースとを介して（ＨＮＢの場合）、あるいは、ＰＤＮゲートウェイとＳＧｉ
インタフェースとを介して（ＨｅＮＢの場合）ルーティングされることになる。ホーム基
地局はローカルＣＰＥネットワークトラフィックをグローバルなトラフィックと区別する
ことはできない。これはパフォーマンス及びリソース利用の双方から見て最善のものであ
るとは言い難く、ユーザは不当な遅延を経験する場合がある。さらに、３ＧＰＰ通信事業
者が、（３ＧＰＰコアネットワークを介してトラフィックがルーティングされるという理
由で）ＵＥと、ローカルＣＰＥネットワークと接続されている別のノードとの間のトラフ
ィック料金をユーザに課金する場合、ユーザはかなりの腹立ちをいだくことになりそうに
思われる。さらに、ローカルＣＰＥネットワークのノードがネットワークアドレス変換装
置（ＮＡＴ）を介してブロードバンドアクセスネットワークと接続されている場合（これ
は通常行われている、予想されるシナリオである）、ノードはＮＡＴの外側からは着信不
能になり、従って、３ＧＰＰコアネットワークを介して通信を行うＵＥ（及びＧｉ又はＳ
Ｇｉインタフェース）は同じローカルＣＰＥネットワークと接続されている別のノードへ
向けて通信セションを開始できなくなる。ＵＥが３ＧＰＰコアネットワークから（ルーテ
ィングが不可能な）プライベートアドレスも受信する場合（これは現在展開されているＧ
ＰＲＳ／ＵＭＴＳネットワークでは時々生じるケースである）、ローカルＣＰＥネットワ
ークに接続されている装置はＵＥへ向けて通信セションを開始できなくなり、これは、Ｕ
Ｅが（アプリケーションレベルのランデブ・サーバの補助なしでは）ローカルＣＰＥネッ
トワーク上の他のノードと全く通信を行うことができなくなるということを意味する。
【００２７】
　ローカルＣＰＥネットワークトラフィックのローカルブレークアウトが妨げられるのと
同じ理由によって、ブロードバンドアクセスネットワークを介するインターネットトラフ
ィックのローカルブレークアウトも妨げられる。家庭内ＬＡＮと接続されている他の任意
のＩＰ動作が可能な装置の場合と同様に、ホーム基地局及び家庭内ＬＡＮと接続されてい
る間、ユーザがブロードバンドアクセスネットワークを介して（かつ３ＧＰＰコアネット
ワークを介することなく）インターネットへのアクセスを選択できるようになれば有益で
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あろう。この選択に対するインセンティブとしてコストの低減が挙げられる。というのは
、３ＧＰＰ通信事業者からの潜在的課金がこのトラフィックの場合発生することがないか
らである。別のインセンティブとして、例えば、インターネットに到達する前に巡回すべ
きＩＰｓｅｃトンネルもコアネットワークも必要とせずに実現される、インターネットア
クセス時の低いオーバヘッドに起因して得られるさらに高速のアクセスが考えられる。そ
の一方で、ユーザは、このようなローカルにブレークアウトされたインターネットトラフ
ィックに対しては、３ＧＰＰベースのモビリティサポートを受けることを全く期待できな
くなることが考えられる。
【００２８】
　これらの理由のために、ホーム基地局において適切に選択されたトラフィックのための
ローカルブレークアウトをサポートし、それによって、ローカルなＣＰＥネットワークに
対してローカルなＣＰＥネットワークトラフィックを制限すると共に、３ＧＰＰコアネッ
トワーク内を行き巡ることなく、ブロードバンドアクセスネットワークを介してインター
ネットトラフィックを直接動作可能にすることは有益であろうと考えられる。
【００２９】
　本発明の実施例によって、ＵＥが（Ｈｏｍｅ　ＮｏｄｅＢ又はＨｏｍｅ　ｅＮｏｄｅＢ
などの）ホーム基地局と接続されて、（家庭内ＬＡＮなどの）ローカルＣＰＥネットワー
クと接続された他のノードとローカルに通信を行うことが可能となる。従って、ＵＥと、
ローカルＣＰＥネットワークと接続されたノードとの間のトラフィックは、ローカルに、
かつ、３ＧＰＰコアネットワークを介することなくルーティングされることになり、これ
によって、ローカル通信中に経験される待ち時間の短縮が可能になると共に、ローカル通
信中のユーザ経験の改善が可能となる。インターネットトラフィックの搬送時に３ＧＰＰ
コアネットワークを必要とすることなく、ホーム基地局と接続されたＵＥにインターネッ
トと通信させたり、インターネットを介して通信させたりすることも本発明の実施例によ
り可能になる。トラフィックが、（３ＧＰＰコアネットワークなどの）移動通信システム
のコアネットワークを経由することなく、ホーム基地局を介してローカルにトランスポー
トされたり、インターネットへトランスポートされたりする場合、このトランスポートを
、ここではローカルブレークアウト・トランスポート又はローカルブレークアウトと呼ぶ
ことにする。
【００３０】
　本発明の実施例によれば、ＵＥとホーム基地局間での明確なシグナリングが、ローカル
ブレークアウト・トランスポートによって（すなわちコアネットワークを経由することな
く）トランスポートされることが望ましいトラフィック用の個別ベアラの確立に用いられ
る。ここではこの個別ベアラをローカルブレークアウトベアラと呼ぶことにする。ローカ
ルブレークアウトベアラは、ＵＥとホーム基地局との間においてローカルブレークアウト
トラフィックを搬送するものであって、コアネットワーク内へ続くものではない。従って
、ホーム基地局が、コアネットワークへトランスポートされることが望ましいトラフィッ
クから、ローカルブレークアウトトラフィックを分離することは非常に簡単なタスクにな
る。ローカルブレークアウトトラフィックを非ローカルブレークアウトトラフィックから
分離する実際の努力は、最も望ましい場所であるＵＥにおいて行われる。その理由として
、ＵＥが、ユーザの意図を最も容易に反映するアップリンクトラフィックのソースである
という理由が挙げられる。
【００３１】
　本願に記載の種々の実施例は、種々のタイプのシグナリングを用いてローカルブレーク
アウトベアラを確立できる方法からなる複数の種々のオプション、並びに、種々のアドレ
スオプションと種々のシナリオとを用いてローカルブレークアウト・トラフィックをトラ
ンスポートする方法からなる複数の種々のオプションを提示する。ここでに提示されるこ
れらの種々のオプションの多くは互いに無関係であるため、これらのオプションを組み合
わせて多数の種々の実施例にすることが可能である。第１の代替例のタイプの実施例によ
れば、ローカルブレークアウトベアラは、ＲＲＣシグナリングに組み込まれて確立される
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と共に、別のタイプの実施例によれば、ローカルブレークアウトベアラは、ＮＡＳシグナ
リングに組み込まれた形で確立される。以下さらに詳述するように、ＵＥは、例えば、ロ
ーカルブレークアウトトラフィック用として３ＧＰＰコアネットワークがＵＥに割り当て
たＩＰアドレスを使用してもよいし、あるいは、ローカルブレークアウトトラフィック用
の別個のＩＰアドレスを使用してもよい。ＮＡＴ（ネットワークアドレス変換）及びＡＬ
Ｇ（アプリケーションレベル／レイヤゲートウェイ）機能などに関して、ホーム基地局内
におけるトラフィック処理に関して種々の要求を出す複数の種々のシナリオの形でホーム
基地局及びＵＥが使用されてもよい。
【００３２】
　以下は、本発明を適用できるいくつかのシナリオを例示によって説明するものである。
【００３３】
　図１に示す第１のシナリオでは、ホーム基地局（ＨＮ）１は、イーサネット（登録商標
）／ＷＬＡＮ接続部５を介してＮＡＴ１６によりＣＰＥ（ホーム）ルータ９と接続され、
かつ、複数のローカルノード４（説明を簡略にするために唯一のローカルノードしか示さ
れていないが、任意の個数であってもよい）がイーサネット（登録商標）／ＷＬＡＮ接続
部８を介してＣＰＥルータ９と接続されている。ローカルノード４にはＣＰＥルータ９か
ら（ルーティングが不可能な）プライベートＩＰアドレスが割り当てられる。ＣＰＥルー
タ９は、ブロードバンドモデムのようなＬ２ブロードバンドＣＰＥ１０を介してブロード
バンドアクセスネットワーク１４と接続される。第１のシナリオでは、ブロードバンドア
クセスネットワーク１４は、１つの（グローバルなルーティングが可能な）公開ＩＰアド
レス（本例ではＩＰｖ４アドレス）を個々のブロードバンドアクセス加入者に対して割り
当てる。これは、Ｌ２ブロードバンドＣＰＥ１０が単一のパブリックＩＰアドレスに割り
当てられることを意味する。ホーム基地局は、ＩＰｓｅｃトンネル１３によってコアネッ
トワーク１５（本図では３ＧＰＰコアネットワーク）と接続する。ブロードバンドアクセ
スネットワークは、インターネット２１並びにコアネットワーク１５にアクセスを提供す
ることができる。このケースでは、３ＧＰＰ無線インタフェースである無線インタフェー
ス３を介して、ＵＥ２はホーム基地局と接続してもよい。家庭内における配置が仮定され
ているこれらのユニットはローカルＣＰＥネットワーク２０の一部である（ここではロー
カルネットワークとも呼ばれる）。
【００３４】
　第２のシナリオでは、図１の第１のシナリオの場合と同様に、ローカルノード４は、イ
ーサネット（登録商標）／ＷＬＡＮ接続を介してＣＰＥルータと接続される代わりに、３
ＧＰＰ無線インタフェース３を介してホーム基地局と接続される。その他の点では第１及
び第２のシナリオは同様のシナリオである。しかし、第２のシナリオは起こりそうにない
と考えられ、かつ、本発明に係る解決方法としては関心をひくものが少ないものである。
というのは、おそらくこのシナリオでは、別の任意の２つの３ＧＰＰ端末間での通信の場
合と同様、３ＧＰＰコアネットワーク１５を介してＵＥ１及びローカルノード４に通信を
行わせるのが妥当であると考えられるからである。
【００３５】
　図２は、ホーム基地局１がケーブルモデムや（ＡＤＳＬなどの）ｘＤＳＬモデムなどの
レイヤ２ブロードバンドＣＰＥ１０と接続されるか、あるいは、レイヤ２ブロードバンド
ＣＰＥと一体化される第３のシナリオを示す図である。ホーム基地局１はＮＡＴとの一体
型ルータ３１を有する。ローカルノードは、イーサネット（登録商標）／ＷＬＡＮ接続３
３を介してホーム基地局ルータ３１と接続される。ブロードバンドアクセスネットワーク
１４は（グローバルなルーティングが可能な）１つのパブリックＩＰアドレスを個々のブ
ロードバンドアクセス加入者に割り当てる。ローカルノード４に対して、ホーム基地局ル
ータ３１から（ルーティングが不可能な）プライベートＩＰアドレスが割り当てられる。
【００３６】
　第４のシナリオでは、ホーム基地局は、第３のシナリオの場合と同様、ケーブルモデム
又は（ＡＤＳＬなどの）ｘＤＳＬモデムなどのレイヤ２ブロードバンドＣＰＥ１０と接続



(18) JP 2012-504898 A 2012.2.23

10

20

30

40

50

されるか、あるいは、レイヤ２ブロードバンドＣＰＥと一体化される。しかし、ローカル
ノード４は３ＧＰＰ無線インタフェース３を介してホーム基地局と接続される。その他の
点では第３と第４のシナリオは同様のシナリオである。上述の第２のシナリオの場合と同
様に、第４のシナリオもまた起こりそうにないと考えられ、かつ、本発明に係る解決方法
としては関心をひくものが少ないものである。というのは、おそらくこのシナリオでは、
別の任意の２つの３ＧＰＰ端末間での通信の場合と同様に、３ＧＰＰコアネットワーク１
５を介してＵＥ１及びローカルノード４に通信を行わせるのが妥当であると考えられるか
らである。
【００３７】
　図３に示す第５のシナリオでは、ブロードバンドアクセスネットワーク１４は、複数の
グローバルなルーティングが可能な、パブリックＩＰアドレスをローカルＣＰＥネットワ
ーク２０内の複数の装置に割り当てることができる（このシナリオは、シナリオ１～４の
場合に有効なブロードバンドアクセスネットワークから割り当てられた単一のアドレスと
いう仮説からは逸脱するものである）。ブロードバンドＣＰＥは、ローカルネットワーク
２０の装置間でのスイッチとして動作するレイヤ２ブロードバンドＣＰＥ５１である。ホ
ーム基地局１はイーサネット（登録商標）／ＷＬＡＮ接続部５２を介してレイヤ２ブロー
ドバンドＣＰＥ５１と接続される。ローカルノード４はイーサネット（登録商標）／ＷＬ
ＡＮ接続部５３を介してレイヤ２ブロードバンドＣＰＥ５１と接続される。
【００３８】
　ここで詳述されている本発明の実施例では、ホーム基地局１はＬＴＥ内などのＨｅＮＢ
であると仮定されている。しかし、本発明は同様のシグナリングを用いて（但し３Ｇプロ
トコル又は他のタイプのホーム基地局から選択された特定のメッセージと共に）３Ｇ　Ｈ
ＮＢに対しても適合されてもよい。これについては後程さらに詳述する。
【００３９】
　ＵＥ及びＨｅＮＢによる、ローカルブレークアウトトラフィックに対する条件について
の明示的な同意を可能にするために、ＵＥ－ＨｅＮＢ専用プロトコルが利用される。３Ｇ
ＰＰコアネットワーク１５が完全に関与しない状態に保ちながら、かつ、ローカルブレー
クアウトトラフィックの存在が意識されない状態に保つことが可能である間、上記専用プ
ロトコルの利用によって、ＵＥ／ユーザに対する柔軟性とＨｅＮＢ用の単純なメカニズム
とが可能になる。ローカルブレークアウト用の特別の（無線）ベアラ２２が利用されてい
るが、この（無線）ベアラは３ＧＰＰコアネットワーク１５内へ続くものではない。
【００４０】
　ここに詳述されている本発明の実施例をより良く理解するために、３ＧＰＰ　ＥＰＳコ
アネットワークと接続されているＨｅＮＢ用のいくつかの関連するプロトコルスタックが
図４及び図５に示されている。図４は、ＨｅＮＢゲートウェイ（ＨｅＮＢ　ＧＷ）を介し
て３ＧＰＰ　ＥＰＳコアネットワークと接続されているＨｅＮＢ用の制御プレーンプロト
コルスタックを示す。図５は、ＨｅＮＢ　ＧＷを用いることなく３ＧＰＰ　ＥＰＳコアネ
ットワークと接続されているＨｅＮＢ用の制御プレーンプロトコルスタックを示す。ロー
カルブレークアウトベアラ２２を確立するために使用されるシグナリングタイプという点
から見ると異なるものである、本発明の２つの異なるタイプの実施例について以下説明す
る。第１のタイプの実施例によれば、ＲＲＣ（無線リソース制御）レベルのシグナリング
はローカルブレークアウトベアラ２２を確立するために使用される。第２のタイプの実施
例によれば、ＮＡＳ（非アクセス層）レベルのシグナリングはローカルブレークアウトベ
アラ２２を確立するために使用される。無線インタフェースを巡回するベアラの一部は「
無線ベアラ」と呼ばれる場合が多い。結果的に、「無線ベアラ」という用語はＵＥ２とＨ
ｅＮＢ１との間で使用されるＲＲＣプロトコルに関連して使用される頻度が高くなるのに
対して、「ベアラ」という用語は、コアネットワーク１５においてＵＥ２とＭＭＥとの間
で使用されるＮＡＳプロトコルに関連して使用される。ここでは、他の特段の区別が用語
「ベアラ」及び「無線ベアラ」と関連づけられていないため、これら２つの用語は本質的
に均等物と解釈してもよい。



(19) JP 2012-504898 A 2012.2.23

10

20

30

40

50

【００４１】
　以下は、図６及び図７に示すシグナリング図に関連して、ＲＲＣレベルのシグナリング
を使用するローカルブレークアウトトラフィック用無線ベアラの確立処理について説明す
るものである。ＵＥ２は、該ＵＥ２のトラフィックのうちのいくつかの又は全てのトラフ
ィックのローカルブレークアウトを所望する旨を決定する。この決定は、例えば、ユーザ
からの手動による指示によってトリガすることができるし、あるいは、（ある種の「接続
プリファレンス」などの）構成に基づいて結論を下すことができる。例えば、ユーザがこ
の接続プリファレンスをＵＥ２内に構成してもよい。次いで、ＵＥ２は、ローカルブレー
クアウトベアラ２２の確立を所望する旨を示すＲＲＣ要求メッセージ６２をホーム基地局
１へ送信する。ＲＲＣ要求メッセージ６２は、上記目的のために専用の新たなメッセージ
（表示のＲＲＣ　ＬＢＯ－ベアラ要求（ＢｅａｒｅｒＲｅｑｕｅｓｔ）メッセージなど）
、あるいは、新たなタイプの指標を有する既存のメッセージ（ＲＲＣ　ＲＲＣ接続要求（
ＣｏｎｎｅｃｔｉｏｎＲｅｑｕｅｓｔ）メッセージ、若しくは、ＲＲＣ　ＲＲＣ測定要求
（ＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔＲｅｐｏｒｔ）メッセージなど）であってもよい。別の実施例
によれば、ＵＥが以下のようにＲＲＣ要求メッセージ６２の形で追加のプリファレンスを
示すという可能性も考えられる。
【００４２】
　ローカルベアラがその確立のために主として意図され、かつ、該ベアラの確立のために
条件づけられたトラフィックタイプを示すプリファレンス情報。このようなプリファレン
ス情報は、例えば、ローカルブレークアウトベアラ２２が、インターネットトラフィック
のために（主として）意図されるものである旨を示すと共に、インターネットトラフィッ
クのローカルブレークアウト・トランスポートを構成できる場合にのみ、ローカルブレー
クアウトベアラが確立されるべきである旨を示してもよい。これに対応して、プリファレ
ンス情報は、ローカルブレークアウトベアラ２２が、ＵＥ２とローカルノード４の間での
ローカルトラフィックのために（主として）意図される旨を、並びに、ローカルトラフィ
ックのローカルブレークアウト・トランスポートを構成できる場合にのみ、ローカルブレ
ークアウトベアラ２２を確立すべきである旨を示すものであってもよい。上記とは別に、
プリファレンス情報は、インターネットトラフィックとローカルトラフィックとの少なく
とも一方のトラフィックのローカルブレークアウト・トランスポートを構成できる場合に
のみ、ローカルブレークアウトベアラが確立されるべきである旨を示すことができる。
【００４３】
　ＩＰアドレス割当てプリファレンス／機能に関するプリファレンス情報。例えば、次の
ようなものである。
【００４４】
　（ａ）ＵＥ２がローカルブレークアウトトラフィックに対して割り当てられた専用ＩＰ
アドレスの取得を予期することを示す情報。この取得は、ＵＥ２が、ユーザプレーンにお
いて（即ち、ローカルブレークアウトベアラ２２の両端にわたって）ＤＨＣＰ（動的ホス
ト構成プロトコル）を使用して、ＩＰアドレスを取得する方法などによって実行すること
ができる。この場合、シナリオに応じて、専用ＩＰアドレスの割当てを行うＤＨＣＰサー
バが、（ホームルータなどの）ローカルＣＰＥネットワーク２０あるいはブロードバンド
アクセスネットワーク１４に配置されるか、ホーム基地局１内に一体化されるかのいずれ
かが行われてもよい。別の着想可能な方法によれば、ＵＥ２は、ホーム基地局１がＲＲＣ
要求メッセージ６２への応答６５時にローカルブレークアウトトラフィック用ＩＰアドレ
スの割当てを行うことを予期する。この方法の詳細な実施形に応じて、ホーム基地局１は
インターネットトラフィック、ローカルＣＰＥネットワークトラフィック、又はこれら双
方のトラフィックに対してＮＡＴとして動作しなければならない場合もある。
【００４５】
　（ｂ）３ＧＰＰコアネットワーク１５から割り当てられた、やはりローカルブレークア
ウトトラフィック用のＩＰアドレスの使用をＵＥが予期し、それによってホーム基地局１
におけるＮＡＴサポートを要求する旨の情報。この場合、使用ＩＰアドレスはＩＰｖ４ア
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ドレスであるべきであるという旨の仮定がされている（従って、ＵＥ２は、場合に応じて
ＩＰｖ６アドレスに加えて、ＩＰｖ４アドレスが割り当てられることを所望する旨を３Ｇ
ＰＰコアネットワーク１５に対して明示しなければならない場合もある）。
【００４６】
　ローカルブレークアウトベアラ２２の確立のためにホーム基地局がＵＥ２からＲＲＣ要
求メッセージ６２を受信すると、ＵＥ２は、この要求内の任意の特定のプリファレンス／
条件情報を処理し、かつ、ホーム基地局が要求を受け入れると仮定して、適切な内部コン
テキストデータを作成すると共に、応答６５をＵＥへ返信することによりローカルブレー
クアウトベアラ２２の確立を行う。この応答は、表示のＲＲＣ　ＬＢＯ－ベアラアクセプ
ト（ＢｅａｒｅｒＡｃｃｅｐｔ）メッセージなどの専用ＲＲＣメッセージの形の指標、あ
るいは、（好適にはＲＲＣ　ＲＲＣ接続要求メッセージに応答するＲＲＣ　ＲＲＣ接続設
定（ＣｏｎｎｅｃｔｉｏｎＳｅｔｕｐ）メッセージなどの要求を搬送していたＲＲＣメッ
セージへの応答メッセージとして普通に使用される）既存のメッセージの形の指標であっ
てもよい。上記応答は、（適切な要求であれば）要求の形で表現されるプリファレンス／
条件のそれぞれを表す状態指標であって、例えば、ローカルトラフィック又はインターネ
ットトラフィック用の、あるいは、これら双方のトラフィック用のローカルブレークアウ
ト・トランスポートを構成できるかどうかという点と、ホーム基地局１がＵＥ２用のＮＡ
Ｔ機能の提供が可能であり、かつ、提供するかどうかという点との少なくともいずれかの
点を示す状態指標を含んでもよい。ＵＥ２がホーム基地局１からのローカルブレークアウ
トトラフィック用ＩＰアドレスの受信を予期している場合、ホーム基地局１はＵＥ２への
応答６５の中に上記ＩＰアドレスを含んでもよい。このＩＰアドレスを得るために、ホー
ム基地局は、ローカルＣＰＥネットワーク２０又はブロードバンドアクセスネットワーク
１４に配置されているＤＨＣＰサーバ６１からＤＨＣＰを介して、プライベートアドレス
を内部で割り当てたり、このプライベートアドレスを取り出したりし、それによって、あ
る種の「ＤＨＣＰクライアントプロキシ」としてＵＥ２の代わりに動作してもよい。別の
代替例として、ＵＥのアドレス割当てプリファレンス／機能は、（ＲＲＣ　ＵＥ能力照会
（ＣａｐａｂｉｌｉｔｙＩｎｑｕｉｒｙ）メッセージに応じて）ＲＲＣ　ＵＥ能力情報（
ＣａｐａｂｉｌｉｔｙＩｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）メッセージの形でホーム基地局１へ搬送
されるという代替例が挙げられる。さらに別の代替例として、ローカルブレークアウトベ
アラ２２の確立に関係する何らかのプリファレンスをＵＥ２からホーム基地局１へ搬送せ
ず、その代わりにデフォルト値に頼るという代替例がある。ローカルブレークアウトトラ
フィック用の別個のＩＰアドレスがＵＥ２に割り当てられる場合、このＩＰアドレスには
、サブネットマスク、デフォルトのゲートウェイアドレス及びＤＮＳ（ドメイン名システ
ム）サーバアドレスのような他のＩＰホスト構成データが付随してもよい。
【００４７】
　図６は、上述したローカルブレークアウトトラフィック用ローカルブレークアウトベア
ラの確立手順及び専用ＩＰアドレスの割当ての種々の変形例を示す図である。
【００４８】
　専用ＩＰアドレスがローカルブレークアウトトラフィック用としてＵＥ２に割り当てら
れることなくローカルブレークアウトベアラ２２が確立される場合、上記確定手順はＵＥ
２からホーム基地局１へＲＲＣ要求メッセージ６２を送信するステップと、ホーム基地局
１からＵＥ２へ応答メッセージ６５を送信するステップとを含んでもよい。その場合、ア
ドレス割当てプリファレンス情報が要求メッセージ６２の中に含まれなくなると共に、Ｉ
Ｐアドレスも応答メッセージ６５の中に含まれなくなる。ＲＲＣ要求メッセージがＲＲＣ
　ＬＢＯ－ベアラ要求であること、及び、応答メッセージ６５がＲＲＣ　ＬＢＯ－ベアラ
アクセプトメッセージであることが図６に示されているが、これらのメッセージはまた、
ローカルブレークアウトベアラ要求を運ぶＲＲＣ　ＲＲＣ接続要求及びＲＲＣ　ＲＲＣ接
続設定メッセージのような別の既存のメッセージであってもよく、かつ、これらのメッセ
ージの正規の内容に加えて、指標（及び任意の関連づけられたパラメータ）も受け入れる
。
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【００４９】
　ローカルブレークアウトトラフィック用専用ＩＰアドレスがローカルＣＰＥネットワー
ク２０又はブロードバンドアクセスネットワーク１４内のＤＨＣＰサーバ６１によってＵ
Ｅ２に割り当てられる場合、図６の矢印６６により示されているように、ＵＥとＤＨＣＰ
サーバ間においてシグナリングが実行される。次いで、ＲＲＣ要求メッセージ６２の中に
は、ローカルブレークアウトトラフィック用専用ＩＰアドレスの、ＤＨＣＰによる受信を
ＵＥが予期する旨を示すアドレス割当てプリファレンス情報が含まれている。ホーム基地
局１が一体型ＤＨＣＰサーバを備えていれば、ＵＥは、ホーム基地局と通信を行って、矢
印６６により示されているようなＩＰアドレスの代わりに、図６の矢印６７により示され
ているようなＤＨＣＰを介する専用ＩＰアドレスを受信してもよい。
【００５０】
　上述したように、ホーム基地局１は「ＤＨＣＰクライアントプロキシ」としてＵＥの代
わりに動作することが可能である。その場合、ＲＲＣ要求メッセージ６２内のアドレス割
当てプリファレンス情報には、ＵＥがホーム基地局から専用ＩＰアドレスを受信すること
を予期している旨が示される。ホーム基地局は、図６の矢印６３により示されているよう
に、ＤＨＣＰを介してＤＨＣＰサーバ６１と通信を行って、ＵＥの代わりに専用ＩＰアド
レスを受信する。別の代替例として、ホーム基地局１自身が、図６のボックス６４により
示されているようにローカルブレークアウトトラフィック用専用ＩＰアドレスをＵＥ２に
割り当てるという代替例がある。次いで、上記ＤＨＣＰサーバ又はホーム基地局により割
り当てられた専用ＩＰアドレスは、例えば、応答メッセージ６５の形でローカルブレーク
アウトベアラの確立手順中にホーム基地局１からＵＥ２へ転送される。ＵＥ２へ伝えられ
るＩＰアドレスには、サブネットマスク、デフォルトのゲートウェイアドレス及びＤＮＳ
サーバアドレスのような別のＩＰホスト構成データが付随してもよい。
【００５１】
　上記ローカルブレークアウトベアラの確立手順はまた、新たなＲＲＣメッセージと修正
された既存メッセージの双方のメッセージを利用してハイブリッドアプローチを利用して
もよい。このようなアプローチによれば、図７に示されているように、ＲＲＣ　ＬＢＯ－
ベアラ要求６２などによるローカルブレークアウトベアラの確立手順を開始してもよく、
この確立手順に続いて、正規のＲＲＣ接続再構成設定手順、即ち、ホーム基地局１からＵ
Ｅ２への正規のＲＲＣ　ＲＲＣ接続再構成設定（ＣｏｎｎｅｃｔｉｏｎＲｅｃｏｎｆｉｇ
ｕｒａｔｉｏｎ）メッセージ７１と、ＵＥ２からホーム基地局１へのＲＲＣ　ＲＲＣ接続
再構成設定の完了（ＣｏｎｎｅｃｔｉｏｎＲｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎＣｏｍｐｌｅ
ｔｅ）メッセージ７２とが後続する。しかし、メッセージ７１及び７２は、ローカルブレ
ークアウトトラフィック用として割り当てられた専用ＩＰアドレスなどのような任意の必
要な追加パラメータや、ホーム基地局のローカルブレークアウト能力を表す状態指標によ
り増大する。専用ＩＰアドレスをローカルブレークアウトトラフィック用として割り当て
るこれらの種々の変形例は、図６に関連して説明した変形例に対応する変形例であるため
、図７に関しては詳細には説明されていない。
【００５２】
　図１に示す第１のシナリオでは、ＤＨＣＰサーバはＣＰＥ（ホーム）ルータ９に配置さ
れていると予期することができる。（たとえＣＰＥ（ホーム）ルータ９が本願においてル
ータと呼ばれていても、ルータ９は、以下さらに詳細に説明するように、本発明の実施例
が用いられる場合、ローカルトラフィックに関してはスイッチとして機能することができ
る。）このような専用ＩＰアドレスが所望／予期される場合、ＣＰＥ（ホーム）ルータ９
内のＤＨＣＰサーバを使用して、ローカルブレークアウトトラフィック用専用ＩＰ（プラ
イベート）アドレスをＵＥ２に提供することができる。ＵＥ２はローカルブレークアウト
ユーザプレーンを介してＤＨＣＰサーバと直接通信を行ってもよいし、あるいは、ホーム
基地局１がＵＥの代わりにＤＨＣＰサーバと通信を行い、かつ、上述のようにローカルブ
レークアウトベアラの確立手順中に、割り当てられたＩＰアドレスをＵＥ２へ転送しても
よい。
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【００５３】
　図２に示す第３のシナリオでは、上記のような専用ＩＰアドレスが使用される場合、Ｕ
Ｅ２には、ホーム基地局１からローカルブレークアウトトラフィック用専用ＩＰアドレス
が割り当てられなければならない。上記の理由として、Ｌ２ブロードバンドＣＰＥ１０が
ＤＨＣＰサーバを備えていないこと、かつ、ブロードバンドアクセスネットワーク１４が
２以上のアドレスを同じアクセス接続に割り当てることはないという理由が挙げられる。
ＵＥ２がローカルブレークアウトユーザプレーンを介してＤＨＣＰを用いて上記アドレス
を取得する場合、ホーム基地局１はＤＨＣＰサーバを含む必要がある。上記以外の場合、
ＵＥ２が、（ＲＲＣ　ＬＢＯ－ベアラアクセプトメッセージ６５などの形で）ローカルブ
レークアウトベアラの確立手順中にホーム基地局１からのアドレスの受信を予期すれば、
ホーム基地局１内の任意の内部アドレス割当てメカニズムが作動することになる。
【００５４】
　図３に示す第５のシナリオのＵＥ２に対して、ローカルブレークアウトトラフィック用
として専用ＩＰアドレスを割り当てるべきである場合、このアドレスはブロードバンドア
クセスネットワーク１４により割り当てられることが望ましい。ＵＥ２自身が、ブロード
バンドアクセスネットワーク１４内のＤＨＣＰサーバ６１から（ローカルブレークアウト
ユーザプレーン内の）ＤＨＣＰを介してアドレスを取り出してもよい。上記とは別に、ホ
ーム基地局１は、ブロードバンドアクセスネットワーク１４の（ＤＨＣＰクライアントプ
ロキシとしてＵＥ２の代わりに動作する）ＤＨＣＰサーバ６１からＤＨＣＰを介してアド
レスを得ることができると共に、（ＲＲＣ　ＬＢＯ－ベアラアクセプトメッセージ６５な
どにおいて）ローカルブレークアウトベアラの確立手順中にこのアドレスをＵＥ２へ転送
することができる。さらに別の代替例として、ホーム基地局自身がＵＥ２にアドレスを割
り当てるという代替例があるが、この場合、ホーム基地局１は、ローカルブレークアウト
トラフィックに対してＮＡＴ機能を適用する必要があり、同じローカルＣＰＥネットワー
ク２０に対して（即ち、同じ加入者アクセスを介して）複数のルーティングが可能なアド
レスを割り当てることができるブロードバンドアクセスネットワークの利点は利用されな
くなる。
【００５５】
　ローカルブレークアウトベアラ２２が確立されるとすぐに、ＵＥ２は、ローカルブレー
クアウトベアラ２２でトラフィックの送信（及び受信）を開始できると共に、ローカルブ
レークアウトベアラで受信したトラフィックの処理がホーム基地局１において開始する。
この処理には適切な転送ステップ、及び、場合に応じてＮＡＴのような追加機能も含まれ
る。ローカルブレークアウトトラフィックの処理はシナリオに依存する。本発明の実施例
によれば、ローカルブレークアウト・トランスポートの対象とすべきアップリンクトラフ
ィックは、実際には、ＵＥ２内にすでにある、コアネットワーク１５を経由すべきトラフ
ィックから分離される。この分離は、本発明の実施例がローカルブレークアウトトラフィ
ック用専用無線ベアラ２２の使用に起因して生じる分離である。従って、ホーム基地局は
、ローカルブレークアウトベアラ２２で着信するすべてのアップリンクパケットがローカ
ルにブレークアウトされる（即ち、ローカルブレークアウト・トランスポートにより転送
される）べきである旨を知ることになる。
【００５６】
　送信すべきアップリンクデータをＵＥ２が有している場合、ＵＥ２はそのアップリンク
データの送信をどのベアラに乗せるべきかの選択を行わなければならない。同じベアラ（
即ち、ローカルブレークアウトベアラ２２）ですべてのローカルブレークアウトトラフィ
ックが送信されるのに対して、非ローカルブレークアウトトラフィックは、３ＧＰＰコア
ネットワーク１５を経由して継続する他の正規のベアラで送信される。このため、ＵＥ２
が個々のパケットを送信するための載せるべきベアラを選択すると、ローカルブレークア
ウトトラフィックの分離が生じることになる。この分離は以下の態様で実現することがで
きる。即ち、
　－　ＵＥの内部ルーティングテーブルの形で、
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　－　ソースアドレス選択メカニズムとして（ＵＥ２がローカルブレークアウトトラフィ
ック用専用ＩＰアドレスを有している場合）、
　－　パケットフィルタメカニズム（ＭＩＰｖ６と関連する気付アドレス選択用などとし
ての使用を意図するフィルタルールなど）を用いる場合、あるいは、
　－　ＵＥ２において何らかの方法で実装されている任意の正規のベアラ選択メカニズム
の適用によってである。
【００５７】
　ホーム基地局１は、ローカルＣＰＥネットワーク２０と、インターネット２１へ向かう
ブロードバンドアクセスネットワーク１４との少なくともいずれかのネットワークにおい
てローカルブレークアウトベアラ２２で受信したすべてのアップリンクパケットをローカ
ルノード４へ向けて転送する。ダウンリンク時に、ホーム基地局１は、ローカルＣＰＥネ
ットワーク２０とブロードバンドアクセスネットワーク１４の少なくともいずれかのネッ
トワークと、ＵＥ２にアドレス指定されたインターネット２１とにおいて、ローカルノー
ド４からすべてのパケットをローカルブレークアウトベアラ２２で転送する。上記パケッ
トの中には、（ＵＥ２がローカルブレークアウトトラフィック用専用アドレスを有してい
る場合）ＩＰヘッダ内の宛先アドレスとして行先アドレスの形でＵＥのアドレスを有する
パケットが含まれているか、あるいは、（ホーム基地局がローカルブレークアウトトラフ
ィックに対してＮＡＴ機能を適用する場合）宛先アドレスとしてホーム基地局のアドレス
を有すると共に、ＮＡＴの状態に従うパケットが含まれる。ホーム基地局はまた、ローカ
ルＣＰＥネットワーク２０とブロードバンドアクセスネットワーク１４との少なくともい
ずれかのネットワーク及びインターネット２１から、ローカルブレークアウトベアラ２２
を介して同報トラフィックとマルチキャストトラフィックとをＵＥ２へ転送してもよい。
【００５８】
　場合に応じてホーム基地局１は、いくつかのローカルブレークアウトトラフィックか、
あるいは、すべてのローカルブレークアウトトラフィックに対してＮＡＴ機能を適用しな
ければならない。これらのケースには以下のケースが含まれる。
【００５９】
　ＵＥ２がローカルブレークアウトトラフィック用専用アドレスを有していない。この場
合には、ホーム基地局１は、図１に示す第１のシナリオと、図３に示す第５のシナリオの
双方のシナリオにおけるすべてのローカルブレークアウトトラフィックに対してＮＡＴ機
能１７（例えば、ＵＰｎＰトラフィック用ＡＬＧ機能などが望ましい）を適用しなければ
ならない。図２に示す第３のシナリオでは、ホーム基地局１はＮＡＴ（及びＡＬＧ）機能
３２をすべてのローカルブレークアウトトラフィックに対して適用してもよいが、ホーム
基地局１はまた、ＮＡＴ機能３２を適用することなく、ローカルＣＰＥネットワーク２０
のトラフィックとインターネット２１のトラフィックとの区別を選択し、次いで、ＵＥ間
を往来するローカルＣＰＥネットワークトラフィックの方を許可してもよい。
【００６０】
　ＵＥ２がホーム基地局１により割り当てられたローカルブレークアウトトラフィック用
専用（プライベート）アドレスを有している。この場合には、ホーム基地局１は、図１及
び図３にそれぞれ示されている第１及び第５のシナリオにおけるすべてのローカルブレー
クアウトトラフィックに対してＮＡＴ（及び好適にはＡＬＧ）機能１７を適用しなければ
ならない。図２に示す第３のシナリオでは、ホーム基地局は、すべてのローカルブレーク
アウトトラフィックに対してＮＡＴ（ＡＬＧ）機能３２を適用してもよいが、ローカルＣ
ＰＥネットワーク２０のトラフィックとインターネット２１のトラフィックとを区別し、
かつ、インターネットのトラフィックに対してのみＮＡＴ（場合に応じてＡＬＧ）機能３
２を適用することが望ましい。ホーム基地局１は、ＩＰパケットのＩＰヘッダ内の宛先ア
ドレスをスヌープすることによって、アップリンクローカルＣＰＥネットワーク２０のト
ラフィックをアップリンクインターネット２１のトラフィックと区別してもよい。上記ア
ドレスが、ローカルＣＰＥネットワーク２０において、該アドレス自身によりローカルノ
ード４に割り当てられたものであれば、（あるいは上記とは別に、このアドレスがプライ
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ベートアドレスの範囲内にあれば）パケットはローカルＣＰＥネットワークトラフィック
として分類される。ダウンリンクトラフィックの場合、パケットのＩＰヘッダ内のソース
アドレスを同様にスヌープすることによって、ローカルなＣＰＥネットワークのトラフィ
ックとインターネットのトラフィックとの分類を行うことが可能であるが、さらに簡単な
分類法として、どのようなインタフェースにパケットが着信したかを単に追跡する分類方
法がある（即ち、前記ブロードバンドアクセスネットワーク１４とホーム基地局１との間
のインタフェースに着信するパケットがインターネットのトラフィックとして分類される
のに対して、（非３ＧＰＰ）ローカルインタフェースのうちの任意のインタフェースに着
信するパケットはローカルＣＰＥネットワークのトラフィックとして分類される）。
【００６１】
　ＵＥ２が、ホーム基地局１以外の別の発信ソースからローカルブレークアウトトラフィ
ック用専用アドレスを取得した場合（即ち、ホーム基地局１以外の別のエンティティによ
り割り当てられた場合）、ホーム基地局は、ローカルブレークアウトトラフィックに対し
てＮＡＴ（又はＡＬＧ）機能を何も提供する必要はない。（しかしこの方法は第３のシナ
リオに対しては適用できない。なぜなら、第３のシナリオでは、専用アドレスをＵＥ２に
割り当てることができる唯一のエンティティはホーム基地局１のみであるからである）。
ホーム基地局１がローカルブレークアウトトラフィックに対してＮＡＴ機能を適用しない
とき、ホーム基地局１はＵＥ２の代わりにプロキシＡＲＰを実行してもよい（即ち、ホー
ム基地局はＵＥ２の代わりにＡＲＰシグナリングの管理を行うようにしてもよい。例えば
、ＵＥのローカルブレークアウトＩＰアドレスを求めるＡＲＰ要求がホーム基地局１に着
信すると、ホーム基地局は、ＡＲＰへの応答時に（ＩＥＥＥ８０２ＭＡＣ－４８アドレス
などの）基地局自身のハードウェアアドレスを用いてＵＥ２の代わりに上記要求に応答す
る。
【００６２】
　ＵＥ２が３ＧＰＰコアネットワーク１５から割り当てられたＩＰｖ６アドレスを使用し
ている場合（通常このアドレス使用の回避は簡単に行えることが望ましい）、ホーム基地
局１はローカルブレークアウトトラフィック用のＮＡＴとして動作することに加えて、Ｉ
Ｐｖ６とＩＰｖ４間の変換を行う必要がある。
【００６３】
　第１、第３及び第５のシナリオに対するローカルブレークアウトトラフィックの処理が
図１～図３に概略的に示されている。ＵＥとローカルノード４との間のローカルブレーク
アウトトラフィックが太線１１で示されている一方で、インターネットへの、そして、イ
ンターネットからのローカルブレークアウトトラフィックは太線２４で示されている。コ
アネットワーク１５を経由する（本願でコアトランスポートと呼ぶ）トラフィックは太線
１２で示されている。
【００６４】
　２つの（またはそれ以上の）ＵＥ２がホーム基地局１と同時接続されている場合、これ
らのＵＥ２は、自身のそれぞれのローカルブレークアウトベアラ２２を介して（即ち、３
ＧＰＰコアネットワーク１５及びインターネット２１の中を巡回することなく）ローカル
に通信を行ってもよい。ホーム基地局１は、ＵＥのローカルブレークアウトトラフィック
用ローカル同報セグメントをエミュレートして、ＵＥのうちの１つのＵＥのローカルブレ
ークアウトベアラからのアップリンクパケットを、もう一方のＵＥのローカルブレークア
ウトベアラでダウンリンク方向に転送できるようにしてもよい。ホーム基地局１は、ＵＥ
が使用しているアドレスを知っているため、上記態様での転送に適したパケットを選択す
ることができる。第３のシナリオ（図２を参照）では、ホーム基地局１と接続されている
２つのＵＥ２間のローカルブレークアウトトラフィックはまた、（通信経路内の可能なホ
ーム基地局のＮＡＴ機能３２により課されるアドレス指定上の制限を有する）一体型ルー
タ３１により転送されてもよい。上記２つのＵＥ２のうちの一方のみがローカルブレーク
アウトベアラ２２を有している場合、２つのＵＥ２（この場合も通信経路内の可能なＮＡ
Ｔ３２により課されるアドレス指定上の制限を有する）は、３ＧＰＰコアネットワーク１
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５及びインターネット２１を介して（あるいは双方のＵＥ２が非ローカルブレークアウト
ベアラを使用している場合、３ＧＰＰコアネットワーク１５を介してのみ）相互に通信を
行う。
【００６５】
　ローカルブレークアウトベアラ２２の確立が可能であるだけでなく、ローカルブレーク
アウトベアラの確立解除も可能である。ローカルブレークアウトベアラの確立のために使
用されるＲＲＣシグナリングに対応して、ＲＲＣシグナリングを用いてローカルブレーク
アウトベアラの確立解除を行うことができる。すなわち、ローカルブレークアウトベアラ
２２を確立するために専用ＲＲＣメッセージを使用する場合、ローカルブレークアウトベ
アラ２２の確立解除のために専用ＲＲＣメッセージを使用することが望ましい。そして、
ローカルブレークアウトベアラ２２を確立するために既存のＲＲＣメッセージの形の指標
を使用する場合、対応する既存のＲＲＣメッセージの形の指標を使用してローカルブレー
クアウトベアラの確立解除を行うことが望ましい（但し、このケースでは、専用ローカル
ブレークアウトベアラの確立解除メッセージを使用してもよい）。ＵＥ２又はホーム基地
局１のいずれかが、確立解除要求の送信によってローカルブレークアウトベアラの確立解
除手順を開始することが可能であり、かつ、受信ユニットは確立解除が完了した旨を示す
メッセージの送信により応答を行ってもよい。
【００６６】
　本発明の第１のタイプの実施例に従うＲＲＣレベルのシグナリングを用いてローカルブ
レークアウトベアラ２２を確立する処理について以上説明した。次に、第２のタイプの実
施例に係るＮＡＳレベルのシグナリングを用いてローカルブレークアウトベアラ２２を確
立する処理について、図８及び図９に示すシグナリング図を参照して説明する。これらの
図において、“ＲＲＣメッセージ｛ＮＡＳメッセージ｝”という表記は、ＮＡＳメッセー
ジがＲＲＣメッセージの形で搬送されることを示すものとする。
【００６７】
　ＮＡＳレベルのシグナリングはＵＥ２ベアラ要求用の通常のシグナリングレベルである
。しかし、このＮＡＳシグナリングは通常３ＧＰＰコアネットワーク１５ではＵＥ２とＭ
ＭＥとの間で実行される。従って、ローカルブレークアウトベアラの確立手順時の３ＧＰ
Ｐコアネットワーク１５の関与を回避するために、ホーム基地局１は、ローカルブレーク
アウトベアラ２２に関連するＵＥ２からあらゆるＮＡＳメッセージを遮断し、かつ、ロー
カルブレークアウトベアラ関連のＮＡＳメッセージの交換のためにＭＭＥのエミュレーシ
ョンを行う。遮断されたメッセージは３ＧＰＰコアネットワーク１５内のＭＭＥへ転送さ
れなくなる。このため、ホーム基地局１は、ローカルブレークアウトベアラに関連したＮ
ＡＳメッセージを識別するために、アップリンクＮＡＳメッセージのヘッダをスヌープし
なければならなくなる。別の代替変形例に従ってＬＢＯベアラを要求するための種々のＮ
ＡＳメッセージの利用を行うことができる。第２のタイプの実施例に従うローカルブレー
クアウトベアラの確立と、前述した第１のタイプの実施例との間の相違点は、ローカルブ
レークアウトベアラの確立及び確立解除の際に存在するものであり、ローカルブレークア
ウトトラフィックの処理時に存在するわけではない。従って、ローカルブレークアウトベ
アラがＲＲＣレベルのシグナリング又はＮＡＳレベルのシグナリングを用いて確立された
かどうかに関りなく、ローカルブレークアウトトラフィックの処理は上述したものと同様
の処理となる。
【００６８】
　第１のタイプの実施例に関連して上述したように、第２のタイプの実施例の変形例にお
いても、ＲＲＣ　ＵＥ能力情報メッセージを用いて、ＩＰアドレス割当てプリファレンス
を搬送したり、デフォルトのプリファレンス値を信頼したりすることが可能である。
【００６９】
　図８に示す第２のタイプの実施例の第１の変形例によれば、（例えば、“ＮＡＳ　ＬＢ
Ｏベアラ要求”などのラベルがつけられた）新たなＮＡＳ要求メッセージ８１がローカル
ブレークアウトトラフィック用ベアラの確立を目的とする専用メッセージとなる。この新
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たなＮＡＳ要求メッセージ８１は、ＩＰアドレス割当てプリファレンスなどのようなロー
カルブレークアウトベアラの確立に関連する上記のパラメータのうちの任意のパラメータ
を含むことができる。ホーム基地局１は、ＮＡＳ要求メッセージ８１のスヌープと遮断と
を行う（８２）と共に、例えば、“ＮＡＳ　ＬＢＯベアラアクセプト”などのラベルがつ
けられた新たな対応するＮＡＳ応答メッセージ８３を用いて応答する。ＮＡＳ応答メッセ
ージ８３は、上述のように、ローカルブレークアウトトラフィック用専用ＩＰアドレスな
どのような、第１のタイプの実施例のためのローカルブレークアウトベアラの確立関連パ
ラメータを含んでもよい。ＮＡＳ要求メッセージ８１は、図８に図示のようにＲＲＣ接続
再構成設定手順交換メッセージ８３及び８４を開始するためにホーム基地局１に対してト
リガをかけることも行う。この変形例は、ホーム基地局１がＮＡＳメッセージを識別する
最も単純な方法を提供するものであり、このＮＡＳメッセージはローカルブレークアウト
ベアラ２２を求める要求を含むものであり、従って、遮断されると共に、ＭＭＥ及び３Ｇ
ＰＰコアネットワーク１５へ転送されないようにすることが望ましい。ホーム基地局１は
、アップリンクＮＡＳメッセージのメッセージタイプフィールド（このフィールドは常に
メッセージの第２のオクテットである）のチェックを単に行うと共に、このメッセージタ
イプが、（例えば、“ＮＡＳ　ＬＢＯベアラ要求”などの）新たなローカルブレークアウ
トベアラ要求メッセージに対応するメッセージタイプ値にマッチしたとき、遮断をトリガ
する必要があるだけである。前述した第１のタイプの実施例に従って利用可能な種々のＩ
Ｐアドレスの割当てオプションは第２のタイプの実施例に関しても利用可能である。唯一
の相違点として、任意のアドレス割当てプリファレンス情報及び（必要であれば）専用Ｉ
ＰアドレスがＲＲＣレベルで含まれるのではなく、ＮＡＳメッセージの形で含まれている
という点が挙げられる。従って、図６及び図７の場合と同じ参照番号が図８及び図９にお
いてもＩＰ割当て手順ステップに対して用いられている。これらのステップの詳細な説明
のために、第１のタイプの実施例に関連する上記説明について以下言及する。
【００７０】
　第２のタイプの実施例の第１の変形例に係るローカルブレークアウトベアラ２２の確立
解除は、例えば、“ＮＡＳ　ＬＢＯベアラの確立解除要求”などのラベルがつけられた新
たな専用ＮＡＳメッセージによりトリガがかけられる。ＵＥ２又はホーム基地局１のいず
れかによりこのメッセージを送信することができる。メッセージを受け取る通信相手は、
例えば、“ＮＡＳ　ＬＢＯベアラの確立解除ＡＣＫ”などのようなラベルがつけられた確
認応答メッセージを用いて応答してもよいが、この確認応答メッセージを省いてもよい。
上記手順はＲＲＣ接続再構成設定手順のトリガをかけることも行う。すべてのパケットデ
ータネットワークからＵＥ２が接続を切断された旨の指標をホーム基地局１が３ＧＰＰコ
アネットワーク１５（即ち、ＭＭＥ）から受信した場合、ローカルブレークアウトベアラ
２２の確立解除も行われるようにしてよい。
【００７１】
　図９に示す第２のタイプの実施例の第２の変形例によれば、ＵＥ２は、既存のＮＡＳ　
ＰＤＮ接続要求（ＮＡＳ　ＰＤＮ　ＣＯＮＮＥＣＴＩＶＩＴＹ　ＲＥＱＵＥＳＴ）メッセ
ージ９１を用いてローカルブレークアウトベアラ２２の確立を要求する。ＮＡＳ要求メッ
セージ９１がローカルブレークアウトベアラ要求であることを示すために、ＵＥ２は、（
アドレス割当てプリファレンス情報あるいは確立条件に関する情報のような任意のプリフ
ァレンス情報と共に）ＮＡＳ要求メッセージ９１の中に含まれている専用のＡＰＮ値を使
用する。上記特別のＡＰＮ値は、無線ＵＳＩＭ構成技術を利用して、ＵＥ２内に予め構成
されるか、あるいは、ＵＥのＵＳＩＭ（ユニバーサル加入者識別モジュール）へダウンロ
ードされるかのいずれかが行われる。図９に示すように、ＮＡＳ要求メッセージ９１はホ
ーム基地局１によってステップ９２でスヌープされる。ホーム基地局１において、上記特
別のＡＰＮ値は、予め構成される（又はさらにハードコードされる）か、あるいは、ホー
ム基地局１のインストール時にＯ＆Ｍ手段を介して構成されるかのいずれかが行われる。
この特別のＡＰＮ値にとって、あまり望ましくない代替例として、専用のＥＰＳベアラ識
別子（この識別子は予め構成するか、特別のＡＰＮ値のようにダウンロードするかを行う
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必要がある）を使用することになるか、あるいは、新たなメッセージパラメータか、ロー
カルブレークアウトベアラ要求指標を導入して、ＮＡＳ　ＰＤＮ接続要求メッセージの形
でローカルブレークアウトベアラ要求を示すようにするという代替例が挙げられる。ＩＰ
アドレス割当てプリファレンスなどのようなローカルブレークアウトベアラの確立に関連
する上記記載のパラメータのうちの任意のパラメータを含むように、ＮＡＳ　ＰＤＮ接続
要求メッセージを場合に応じて増大させてもよい。
【００７２】
　ホーム基地局１は、特別のＡＰＮ値によって（又は専用ＥＰＳベアラ識別子や明確なロ
ーカルブレークアウトベアラ要求指標によって）トリガされて、ＵＥ１からＮＡＳ　ＰＤ
Ｎ接続要求メッセージを遮断する（９２）（この接続要求メッセージは３ＧＰＰコアネッ
トワーク１５及びＭＭＥへは転送されない）。ＭＭＥを装うために、ホーム基地局１は、
該ホーム基地局１がＥＰＳベアラ識別子及びローカルブレークアウトトラフィック用ＩＰ
アドレスのような、ローカルブレークアウトベアラの確立と関連づけられたパラメータを
場合に応じて含むＮＡＳアクティベートデフォルトＥＰＳベアラコンテキスト要求（ＮＡ
Ｓ　ＡＣＴＩＶＡＴＥ　ＤＥＦＡＵＬＴ　ＥＰＳ　ＢＥＡＲＥＲ　ＣＯＮＴＥＸＴ　ＲＥ
ＱＵＥＳＴ）メッセージ９３を用いて応答する。ＵＥ２は、ステップ９５において、ホー
ム基地局によっても遮断されるＮＡＳアクティベートデフォルトＥＰＳベアラコンテキス
トアクセプト（ＮＡＳ　ＡＣＴＩＶＡＴＥ　ＤＥＦＡＵＬＴ　ＥＰＳ　ＢＥＡＲＥＲ　Ｃ
ＯＮＴＥＸＴ　ＡＣＣＥＰＴ）メッセージ９４を用いて順次応答する。この手順はＲＲＣ
接続再構成設定手順にトリガをかけることも行う。
【００７３】
　第２のタイプの実施例の第２の変形例に従って確立されたローカルブレークアウトベア
ラの確立解除は、図１０に示すように、ＮＡＳアクティベートデフォルトＥＰＳベアラコ
ンテキスト要求メッセージ９３の形で以前に受信したＥＰＳベアラ識別子（又はリンクさ
れたＥＰＳベアラ識別子）を含むＮＡＳ　ＰＤＮ切断要求（ＮＡＳ　ＰＤＮ　ＤＩＳＣＯ
ＮＮＥＣＴ　ＲＥＱＵＥＳＴ）又はＮＡＳベアラリソース解除要求（ＮＡＳ　ＢＥＡＲＥ
Ｒ　ＲＥＳＯＵＲＣＥ　ＲＥＬＥＡＳＥ　ＲＥＱＵＥＳＴ）メッセージ１０１を送信する
ことにより実行されてもよい。ホーム基地局１は、ＮＡＳメッセージ１０１をスヌープし
、ホーム基地局１が以前にＵＥ２へ送信したＥＰＳベアラ識別子（又はリンクされたＥＰ
Ｓベアラ識別子）を認識し、次いで、ステップ１０２によって示されるようにメッセージ
を遮断する（かつ、３ＧＰＰコアネットワーク及びＭＭＥへは該メッセージを転送しない
）。この遮断されたメッセージに関連してＭＭＥを装って、ホーム基地局１をトリガして
停止ＥＰＳベアラコンテキスト手順を開始する。このため、ホーム基地局１は、ＮＡＳ停
止ＥＰＳベアラコンテキスト要求（ＮＡＳ　ＤＥＡＣＴＩＶＡＴＥ　ＥＰＳ　ＢＥＡＲＥ
Ｒ　ＣＯＮＴＥＸＴ　ＲＥＱＵＥＳＴ）メッセージ１０３をＵＥ２へ送信する。ＵＥ２は
、ＮＡＳ停止ＥＰＳベアラコンテキストアクセプト（ＮＡＳ　ＤＥＡＣＴＩＶＡＴＥ　Ｅ
ＰＳ　ＢＥＡＲＥＲ　ＣＯＮＴＥＸＴ　ＡＣＣＥＰＴ）メッセージ１０４を用いて応答し
、メッセージ１０４もホーム基地局１により遮断される（１０５）。
【００７４】
　第２のタイプの実施例の第２の変形例において、ＵＥ２から以前のトリガを行うことな
く、ホーム基地局１がローカルブレークアウトベアラの確立解除を開始することも可能で
ある。このようなケースでは、ホーム基地局１は上述のように停止ＥＰＳベアラコンテキ
スト手順を開始するが、その場合、先行するＮＡＳ　ＰＤＮ切断要求又はＮＡＳベアラリ
ソース解除要求メッセージ１０１のＵＥからの受信は伴わない。上記のように、停止ＥＰ
Ｓベアラコンテキスト手順は、ホーム基地局１からのＮＡＳ停止ＥＰＳベアラコンテキス
ト要求メッセージ１０３から構成され、その後に、ＵＥ２からの応答するＮＡＳ停止ＥＰ
Ｓベアラコンテキストアクセプトメッセージ１０４が続く。この手順はＲＲＣ接続再構成
設定手順にトリガをかけることも行う。
【００７５】
　図１１及び図１２に示す第２の実施例の第３の変形例によれば、ＵＥ２は、ＮＡＳベア
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ラリソース割当て要求（ＮＡＳ　ＢＥＡＲＥＲ　ＲＥＳＯＵＲＣＥ　ＡＬＬＯＣＡＴＩＯ
Ｎ　ＲＥＱＵＥＳＴ）メッセージ１１１を用いてローカルブレークアウトベアラ２２を要
求する。この要求がローカルブレークアウトベアラ２２に関するものであることを示すた
めに、ＵＥ２はＮＡＳ要求メッセージ１１１内にＥＰＳベアラ識別子の専用値を含む。こ
の専用値はＵＥ２内に予め構成されるか、あるいは、無線ＵＳＩＭ構成技術を用いてＵＳ
ＩＭへダウンロードされる。ホーム基地局１において、上記専用値は、予め構成設定され
る（あるいはさらにハードコードされる）か、あるいは、ホーム基地局１のインストール
時にＯ＆Ｍ手段を介して構成設定されるかのいずれかの構成設定が行われる。専用ＥＰＳ
ベアラ識別子の使用に対する代替例として、特別のＱｏＳ指標を使用する代替例があり、
ホーム基地局１はこのＱｏＳ指標をローカルブレークアウトベアラ２２を求める要求と解
釈する。さらに別の代替例として、ＮＡＳベアラリソース割当て要求メッセージ１１１の
中に明確なローカルブレークアウトベアラ要求指標を導入する代替例がある。ＮＡＳベア
ラリソース割当て要求メッセージ１１１を場合に応じて増大させて、ＩＰアドレス割当て
プリファレンスなどのようなローカルブレークアウトベアラの確立などに関係する上述の
パラメータのうちの任意のパラメータを含むようにしてもよい。
【００７６】
　ホーム基地局１は、ＮＡＳベアラリソース割当て要求メッセージ１１１をスヌープし（
１１２）、この要求がローカルブレークアウトベアラを求める要求であり、従って、上記
メッセージを３ＧＰＰコアネットワーク１５及びＭＭＥへは転送しないことを決定する。
その代わりに、ホーム基地局は、図１１に示すような専用ＥＰＳベアラコンテキスト起動
手順か、図１２に示すようなＥＰＳベアラコンテキスト修正手順かのいずれかの手順の開
始によりＭＭＥを装う。前者の図１１の場合には、ホーム基地局１は、（ローカルブレー
クアウトトラフィック用ＩＰアドレスのような、ローカルブレークアウトベアラの確立と
関連づけられたパラメータを場合に応じて含む）ＮＡＳアクティベート専用ＥＰＳベアラ
コンテキスト要求（ＮＡＳ　ＡＣＴＩＶＡＴＥ　ＤＥＤＩＣＡＴＥＤ　ＥＰＳ　ＢＥＡＲ
ＥＲ　ＣＯＮＴＥＸＴ　ＲＥＱＵＥＳＴ）メッセージ１１３をＵＥ２へ送信する。このメ
ッセージに対してＵＥ２は、ＮＡＳアクティブ専用ＥＰＳベアラコンテキストアクセプト
（ＮＡＳ　ＡＣＴＩＶＡＴＥ　ＤＥＤＩＣＡＴＥＤ　ＥＰＳ　ＢＥＡＲＥＲ　ＣＯＮＴＥ
ＸＴ　ＡＣＣＥＰＴ）メッセージ１１４を用いて応答する（このメッセージはホーム基地
局により遮断される（１１５））。後者の図１２の場合には、ホーム基地局１は、ＮＡＳ
修正ＥＰＳベアラコンテキスト要求（ＮＡＳ　ＭＯＤＩＦＹ　ＥＰＳ　ＢＥＡＲＥＲ　Ｃ
ＯＮＴＥＸＴ　ＲＥＱＵＥＳＴ）メッセージ１２１（ローカルブレークアウトトラフィッ
ク用ＩＰアドレスのような、ローカルブレークアウトベアラの確立と関連づけられたパラ
メータを場合に応じて含む）をＵＥ２へ送信する。ＵＥ２は、ＮＡＳ修正ＥＰＳベアラコ
ンテキストアクセプト（ＮＡＳ　ＭＯＤＩＦＹ　ＥＰＳ　ＢＥＡＲＥＲ　ＣＯＮＴＥＸＴ
　ＡＣＣＥＰＴ）メッセージ１２２を用いて応答する（このメッセージはホーム基地局１
によって遮断される（１２３））。アクティブにされたＮＡＳ手順（即ち、専用ＥＰＳベ
アラコンテキスト起動手順又はＥＰＳベアラコンテキスト修正手順）はＲＲＣ接続再構成
設定手順に対するトリガをかけることも行う。図１１及び図１２の両図に、他の実施例と
関連して前述したすべての種々のＩＰアドレス割当てオプションが示されている。
【００７７】
　第２のタイプの実施例の第３の変形例において、図１０と関連する第２のタイプの実施
例の第２の変形例と共に上述した方法と同じ方法でローカルブレークアウトベアラの確立
解除が実行される。
【００７８】
　ＵＥ２が３ＧＰＰコアネットワーク１５につながる少なくともデフォルトのベアラを有
するとき、上述した種々の実施例を用いてもよい。しかしこれらの実施例はまた、スタン
ドアロン型ローカルブレークアウト処理のために（すなわち、ＵＥ２が３ＧＰＰコアネッ
トワーク１５と接続されることなく、従って、３ＧＰＰコアネットワーク１５につながる
ベアラを何ら用いることなく）適合されてもよい。本発明の上記の第１のタイプの実施例
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をスタンドアロン型のローカルブレークアウトによる解決方法にするためには、ＵＥ２が
、ホーム基地局１とのＲＲＣ接続を確立した後、ＮＡＳアタッチ要求メッセージの送信を
控える（即ち、ＵＥが、このような場合通常含まれているＮＡＳアタッチメッセージをＲ
ＲＣ　ＲＲＣ接続設定完了メッセージの中に含まない）ようにすれば十分である。その代
わりに、（通常ランダムアクセス手順を終結させる）ＲＲＣ　ＲＲＣ接続設定完了メッセ
ージに後続して、ＵＥ２は上述のように、ローカルブレークアウトベアラ２２の確立を開
始する。即ち、ＵＥ２は、（表示のＲＲＣ　ＬＢＯ－ベアラ要求などの）新たな専用ＲＲ
Ｃメッセージ６２の形か、あるいは、ホーム基地局１につながる既存のＲＲＣメッセージ
（このＲＲＣメッセージはＲＲＣ　ＲＲＣ接続設定完了メッセージであってもかまわない
）の中に含まれる形かのいずれかの形で、ローカルブレークアウト無線ベアラ２２を求め
るＵＥ２の要求をホーム基地局１へ送信する。次いで、ホーム基地局１は既に述べたよう
にローカルブレークアウト無線ベアラの確立を続行する。
【００７９】
　ホーム基地局１にアタッチ手順を遮断させ、関連するアップリンクＮＡＳメッセージを
３ＧＰＰコアネットワーク１５へ転送することを控えさせ、次いで、その代わりに上記手
順中にＭＭＥを装うことによって、上述した第２の実施例のタイプをスタンドアロン型ロ
ーカルブレークアウトの動作のために適合させてもよい。この適合を可能にするために、
ＵＥ２は、アタッチ手順がスタンドアロン型ローカルブレークアウト処理に関するもので
ある旨をホーム基地局１に対して示すことが望ましい。簡単な方法として、ＵＥ２が、ア
タッチ手順の開始時に（ＮＡＳ　ＰＤＮ接続要求メッセージと共に）送信するＮＡＳアタ
ッチ要求（ＮＡＳ　ＡＴＴＡＣＨ　ＲＥＱＵＥＳＴ）メッセージの形で、ＥＰＳアタッチ
タイプＩＥに対する新たな値を導入するという方法がある。ＥＰＳアタッチタイプＩＥの
値は３ビットから構成される。これによって、８つの異なる値が利用可能であるが、これ
らの値のうち４つの値のみが現在定義されている。上記４つの未定義の値のうちの１つの
値を持つＥＰＳアタッチタイプＩＥの受信時に、ネットワーク（即ち、ＭＭＥ）はデフォ
ルトの解釈“初期アタッチ”を使用することが望ましい。この新たな“スタンドアロン型
ローカルブレークアウト処理アタッチ”タイプは４つの現在未使用の値のうちの１つの値
を占めることになる。ホーム基地局１がＮＡＳメッセージをスヌープすると、ホーム基地
局１は、ＮＡＳアタッチ要求メッセージのメッセージタイプを認識し、次いで、このメッ
セージタイプがトリガとなって、ＥＰＳアタッチタイプＩＥの値のチェックを行うことに
なる。このＩＥが“スタンドアロン型ローカルブレークアウト処理アタッチ”を示してい
るとホーム基地局１が判断した場合、ホーム基地局１は、（ＮＡＳアタッチ要求メッセー
ジと共にＵＥ２が送信する）ＮＡＳアタッチ要求とＮＡＳ　ＰＤＮ接続要求メッセージの
双方を遮断し、かつ、３ＧＰＰコアネットワーク１５（及びＭＭＥ）への上記双方の転送
を控える。その代わりに、ホーム基地局１は、受信されたＮＡＳメッセージに応答するこ
とによってＭＭＥを装い、かつ、デフォルトのＥＰＳベアラコンテキスト起動手順を開始
する。即ち、ホーム基地局１は、ＮＡＳアタッチアクセプト（ＮＡＳ　ＡＴＴＡＣＨ　Ａ
ＣＣＥＰＴ）メッセージと共にＮＡＳアクティベートデフォルトＥＰＳベアラコンテキス
ト要求メッセージの送信を行う。ＵＥ２は、ＮＡＳアタッチ完了（ＮＡＳ　ＡＴＴＡＣＨ
　ＣＯＭＰＬＥＴＥ）メッセージと共にＮＡＳアクティベートデフォルトＥＰＳベアラコ
ンテキストアクセプトメッセージを用いて応答する。これら２つのメッセージはまた、ホ
ーム基地局１により遮断され（かつ転送されず）、従って、スタンドアロン型ローカルブ
レークアウト処理のためのアタッチ手順は終結されることになる。前述したように、デフ
ォルトのＥＰＳベアラコンテキスト起動手順は、ローカルブレークアウトベアラ２２の確
立を終結させるＲＲＣ接続再構成設定手順に対するトリガをかけることも行う。ＩＰアド
レス割当てプリファレンスのような、ローカルブレークアウトベアラの確立に関係するパ
ラメータ（もし何らかのパラメータが存在する場合）が、ＮＡＳアタッチ要求メッセージ
又はＮＡＳ　ＰＤＮ接続要求メッセージのいずれかのメッセージの中に含まれる可能性が
あり、ホーム基地局１は、ＮＡＳアタッチアクセプト又はＮＡＳアクティベートデフォル
トＥＰＳベアラコンテキスト要求メッセージのいずれかのメッセージので、例えば、ＩＰ



(30) JP 2012-504898 A 2012.2.23

10

20

30

40

50

アドレスのようなパラメータ（もし、何らかのパラメータがあるなら）を含む可能性があ
る。
【００８０】
　ＵＥ２がＮＡＳアタッチ要求メッセージ内の新たなＥＰＳアタッチタイプ値を用いると
き、ホーム基地局１は、ＮＡＳアタッチアクセプトメッセージ内の「スタンドアロン型ロ
ーカルブレークアウト処理アタッチ」を示す、ＥＰＳアタッチの結果であるＩＥの対応す
る新たな値を使用することが望ましい。また、ＥＰＳアタッチの結果であるＩＥの値は３
ビットから構成され、これらの３ビットによって８つの値が利用可能になる。これら８つ
の値のうちの４つの値のみが現在定義されている。そのため、新たな指標を表すためにこ
れら４つの未使用値のうちの１つを利用することができる。初期ＮＡＳメッセージ（即ち
、ＮＡＳアタッチ要求と、ＮＡＳ　ＰＤＮ接続要求）のうちのいずれのメッセージもロー
カルブレークアウトベアラ２２の確立に関連するパラメータに伴って増大しなければ（か
つ、その代わりにＲＲＣ　ＵＥ能力情報メッセージ又はデフォルト値が用いられる場合）
、この方法は、ローカルブレークアウトをサポートしない（少なくとも上記ローカルブレ
ークアウトによる解決方法をサポートしない）ホーム基地局１とのスムーズな下位互換性
を好適に提供するものとなる。ホーム基地局１がＮＡＳアタッチ要求メッセージ及び（新
たなＥＰＳアタッチタイプ値によりトリガされる）ＮＡＳ　ＰＤＮ接続要求メッセージを
遮断しなければ、これらのメッセージは通常ＭＭＥへ転送される。ＭＭＥは、デフォルト
の解釈“初期アタッチ”を用いてＥＰＳアタッチタイプ値を解釈し、デフォルトのＥＰＳ
ベアラコンテキスト起動手順を開始し、次いで、ＥＰＳアタッチの結果であるＩＥの中に
“初期アタッチ”指標を含むＮＡＳアタッチアクセプトメッセージをＵＥ２へ送信する。
ＥＰＳアタッチの結果であるＩＥを示す上記の値から、ＵＥ２は、ホーム基地局１がスタ
ンドアロン型ローカルブレークアウト処理を求める要求をサポートしなかった旨の結論と
、ＵＥのアップリンクＮＡＳメッセージがＭＭＥへ転送された旨の結論とを下すことがで
きる。ＵＥ２は、３ＧＰＰコアネットワーク１５とのベアラの確立の継続と承認とを選択
するか、あるいは、ネットワークからデタッチするかのいずれかの選択を行うことができ
る。
【００８１】
　さらに、本発明の第２のタイプの実施例の上記の３つの変形例を用いて、ローカルブレ
ークアウトベアラ２２の確立時にコアネットワーク１５とのアタッチメントの抑止を行っ
てもよい。この抑止によって、結果としてスタンドアロン型ローカルブレークアウトの動
作が生じることになる。
【００８２】
　第２のタイプの実施例の第１の変形例がスタンドアロン型ローカルブレークアウト処理
の確立のために用いられるとき、ＵＥ２はＮＡＳアタッチ要求メッセージを完全に削除し
、その代わりにローカルブレークアウトベアラ要求用の新たな専用ＮＡＳメッセージをＲ
ＲＣ　ＲＲＣ接続設定完了メッセージ（このメッセージの中には通常ＮＡＳアタッチ要求
メッセージが含まれる）の中に含める。
【００８３】
　第２のタイプの実施例の第２の変形例がスタンドアロン型ローカルブレークアウト処理
の確立のために用いられるとき、ＵＥ２は、スタンドアロン型ローカルブレークアウト処
理が要求されている旨を示す特別のＡＰＮ値か、専用のＥＰＳベアラ識別子か、あるいは
新たな明確なメッセージパラメータをＮＡＳ　ＰＤＮ接続要求メッセージの中に含むこと
になる。ＵＥ２は、ＮＡＳアタッチ要求メッセージと共に送信されるＮＡＳ　ＰＤＮ接続
要求メッセージの中に上記指標を含むことが望ましい。
【００８４】
　スタンドアロン型のローカルブレークアウト処理を確立するために第２のタイプの実施
例の第３の変形例を用いることも可能である。このような場合には、ＵＥ２は、ＲＲＣ　
ＲＲＣ接続設定完了メッセージ１３１の中にＮＡＳアタッチ要求メッセージを（さらにＮ
ＡＳ　ＰＤＮ接続要求メッセージも）全く含まないことになる。その代わりにＵＥ２は、
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ＲＲＣ　ＲＲＣ接続設定完了メッセージの中に（専用のＥＰＳベアラ識別子か、特別のＱ
ｏＳ指標かのいずれかと共に）ＮＡＳベアラリソース割当て要求（ＮＡＳ　ＢＥＡＲＥＲ
　ＲＥＳＯＵＲＣＥ　ＡＬＬＯＣＡＴＩＯＮ　ＲＥＱＵＥＳＴ）メッセージを含むことに
なる。上記とは別に、ＵＥ２は、ＲＲＣ　ＲＲＣ接続設定完了メッセージ１３１の中にＮ
ＡＳメッセージを全く含まないようにし、その代わりにＲＲＣ　ＵＬ情報転送メッセージ
の中にＮＡＳベアラリソース割当て要求メッセージを後で送信するようにすることも可能
である。このことは、図１３に示されている。
【００８５】
　３ＧＰＰコアネットワーク１５とのＵＥアタッチメントを伴わない上記のローカルブレ
ークアウト処理の具体的な形は、オープンＷＬＡＮ、すなわち暗号化及び認証を伴わない
ＷＬＡＮと同様の状況を結果としてもたらすことになる。アプリケーションによっては上
記の状況を容認できるものも考え得るが、さらに高レベルのセキュリティを望むアプリケ
ーションもあり得る。認証及び無線インタフェースによる暗号化は３ＧＰＰコアネットワ
ーク１５の関与を必要とする。通常、３ＧＰＰコアネットワークはＵＳＩＭ内に共有され
ている秘密に基づいて認証手順を実行し、ＡｕＣ／ＨＳＳ暗号化鍵が処理時に生成される
。しかしながら、３ＧＰＰコアネットワーク１５の関与は、３ＧＰＰコアネットワーク１
５とのアタッチメントを利用しないローカルブレークアウトトラフィックの確立という目
標に或る意味で矛盾するものとなる。３ＧＰＰコアネットワーク１５の関与なしで実行可
能なさらに高レベルのセキュリティを実現する１つのオプションとして、ホーム基地局１
においてＩＭＳＩベースのアクセス制御を可能にするというオプションがある。このオプ
ションでは２つの条件、即ち、ホーム基地局１へのアクセスが許可されている登録者リス
トがホーム基地局１に保存され、かつ、ローカルブレークアウトベアラの確立中に、ある
いは、ローカルブレークアウトベアラの確立に先行してＵＥ２からＩＭＳＩが搬送されな
ければならないという２つの条件が満たされなければならない。（ホーム基地局１の所有
者により定義されている）ホーム基地局へのアクセスリストは、（ホーム基地局所有者に
よって）ホーム基地局１内へ直接入力されるか、所有者により定義されたアクセスリスト
（そしてこのリストは、例えば、ウェブインタフェースを介してＯ＆Ｍエンティティ内へ
入力されてもよい）を保有するＯ＆Ｍエンティティから転送されるかのいずれかが行われ
れば第１の条件は満たされる。第２の条件を満たすためにはローカルブレークアウトに関
連するシグナリングに対する或る種の修正又は拡張が必要となる。第１のタイプの実施例
の場合、ＩＭＳＩはローカルブレークアウト無線ベアラ要求を搬送するＲＲＣメッセージ
６２の中に含まれている。第２のタイプの実施例の場合、処理はさらに複雑になる。新た
なＥＰＳアタッチタイプ（‘スタンドアロン型ローカルブレークアウト処理アタッチ’）
を用いてＮＡＳアタッチ要求メッセージを利用する方法の場合、ＵＥ２は、このタイプの
アタッチの場合、ＵＥ２の識別子としてＧＵＴＩではなくＩＭＳＩを含むように権限を与
えれば十分である。第２のタイプの実施例の第１の変形例を利用する場合、専用のローカ
ルブレークアウト無線ベアラの確立要求メッセージの中にＩＭＳＩが含まれることが望ま
しい。第２のタイプの実施例の第２の変形例が利用される場合、ＮＡＳアタッチ要求メッ
セージか、該メッセージと共に送信されるＮＡＳ　ＰＤＮ接続要求メッセージかのいずれ
かのメッセージが所望の識別子を運ぶことができる。“専用ＥＰＳアタッチ型”の方法に
関連して説明したように、ＵＥ２は、ローカルブレークアウトベアラ２２を要求する場合
、ＮＡＳアタッチ要求メッセージの形でＵＥ２の識別子としてＩＭＳＩを含むように権限
が与えられる。上記とは別に、ローカルブレークアウトベアラ要求指標を搬送するＮＡＳ
　ＰＤＮ接続要求メッセージの中にＩＭＳＩが含まれるようにすることも可能である。第
２のタイプの実施例の第３の変形例が利用される場合、ローカルブレークアウトベアラ要
求指標を搬送するＮＡＳベアラリソース割当て要求の中にＩＭＳＩが含まれることが望ま
しい。これらの拡張／修正を適切に施すことによって、ホーム基地局１は、そのアクセス
リストに対して受信されたＩＭＳＩのチェックを行い、かつ、違法なＵＥ２からのローカ
ルブレークアウトベアラ要求を拒絶することができる。しかしながら、この方法の場合、
ＩＭＳＩの認証は行われないことに留意されたい。そのため、悪意のある（不法な）ユー
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ザが、偽のＩＭＳＩをホーム基地局１へ提供することによって、このアクセス制御を回避
することは依然可能である（但し、少なくとも何らかのセキュリティレベルがこの方法に
より提供される。というのは、ＩＭＳＩへのなりすましを実行することは簡単なタスクで
はないからである）。
【００８６】
　許可されるアクセスにするために、ＵＥ２がホーム基地局１へ供給しなければならない
ＰＩＮコード又はパスワードの導入により別の種類のアクセス制御を実現することも可能
である。ホーム基地局の所有者はＰＩＮコード又はパスワードをホーム基地局１の中へ直
接入力することも可能である。上記とは別に（ホーム基地局の所有者が、例えば、ウェブ
インタフェースを介してＯ＆Ｍノードの中へＰＩＮコード又はパスワードを入力した後）
Ｏ＆Ｍを介してＰＩＮコード又はパスワードを構成することも可能である。さらに代替例
として、ホーム基地局１が転送されると、ＰＩＮコード又はパスワードを予め構成設定し
たり、ハードコード化したりする代替例がある。許可されるアクセスになるようにＵＥ２
を準備させるために、ユーザは、ＰＩＮコード又はパスワードを（マニュアル操作などに
よって）ＵＥ２内へ入力しなければならない。上記ＰＩＮコード又はパスワードを一度使
用したり、将来再使用するためにこのＵＥ２内に格納したりすることができる。ＰＩＮコ
ード（又はパスワード）をホーム基地局１へ搬送するために、ＵＥ２は、別個のパラメー
タとしてか、あるいは、例えば、特別のＡＰＮ値の一部として既存のパラメータのうちの
１つのパラメータ内に一体化されるかのいずれかの態様で使用されるメッセージのうちの
１つのメッセージの中に上記ＰＩＮコード又はパスワードを含めて、ローカルブレークア
ウトベアラ２２を要求するようにする。
【００８７】
　正規のＥＰＳ認証と、暗号化キーの生成とを行うアルゴリズムの利用が可能な場合、ず
っと高レベルのセキュリティの実現も可能であることは言うまでもないが、このセキュリ
ティの実現を行うには３ＧＰＰコアネットワーク１５とのアタッチが必要となる。潜在的
次善策として、３ＧＰＰコアネットワーク１５とまずアタッチし、無線インタフェースの
暗号化の認証と確立とを行い、次いで、ＵＥ２とホーム基地局１との間でローカルブレー
クアウトベアラ２２を確立すると共に、その後、３ＧＰＰコアネットワーク１５からデタ
ッチを行うという次善の策もあり得るが、ＵＥ２とホーム基地局１との間でローカルブレ
ークアウトベアラ２２を保持するという次善の策も考えられる。上記とは別に、ＵＥ２は
、ローカルブレークアウトベアラ２２を確立する前に３ＧＰＰコアネットワーク１５から
デタッチしてもよい（但しＵＥ２とホーム基地局１の双方は確立されたセキュリティコン
テキストを保持するものとする）。このデタッチはまた、ＵＥ２がＮＡＳメッセージを正
規の方法で暗号化しないことを要件とする。通常、ＮＡＳメッセージはＵＥ２とＭＭＥと
の間で暗号化されるため、（第２のタイプの実施例の場合のように）ＮＡＳメッセージを
ホーム基地局１により解釈する場合、このＮＡＳメッセージを正規の方法で暗号化しては
ならない。ＵＥ２は、上記ＮＡＳメッセージを暗号化せずに送信するか、ＲＲＣシグナリ
ング用として通常意図される暗号化を利用するかのいずれかを行う必要がある。
【００８８】
　別の可能な次善策として、ＭＭＥをトリガして、単に暗号化鍵を認証し、かつ、提供す
るのみで、それ以外には何もしないＮＡＳアタッチ要求メッセージ（あるいは既存のＮＡ
Ｓメッセージ、若しくは、全く新たなＮＡＳメッセージの形の別の指標）での新たなＥＰ
Ｓアタッチタイプを使用するという策さえ考えられる。即ち、ＭＭＥは実際にはＵＥ２を
アタッチせず、かつ、状態情報（従ってＵＥコンテキスト）を何も作成しないことになる
。このＭＭＥの関与から得られる唯一の結果として、ＵＥ２が認証されるということ、及
び、暗号化がＵＥ２とホーム基地局１との間で確立されるということが挙げられる。
【００８９】
　さらに、ＥＰＳセキュリティ手順を利用する上記の次善策を用いて、正規のホーム基地
局の動作の場合によく行われるように、ＵＥ２がこの特別のホーム基地局１へのアクセス
を許可されているかどうかに関するアクセス制御をＭＭＥによって実行することが可能と
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なる。上記とは別に、ＩＭＳＩ、ＰＩＮ又はパスワードに基づくＩＭＳＩベースのアクセ
ス制御を上述のようにホーム基地局１により実行することも可能である。しかし、ＩＭＳ
Ｉベースのアクセス制御は、アクセス制御のためにホーム基地局１が使用しているＩＭＳ
Ｉが、ＭＭＥによる認証手順で使用されたものと同じＩＭＳＩであることがホーム基地局
１が知ることを必要とする。このことを保証するために、ＵＥ２は、ＮＡＳアタッチ要求
メッセージ（又は新たなＮＡＳメッセージ）の形でＩＭＳＩ（ＧＵＴＩではない）を送信
し、それによってホーム基地局１がこのメッセージをスヌープできるようにしなければな
らない。
【００９０】
　ＭＭＥに関与しないＥＰＳ認証及びキーアグリーメント（ＡＫＡ）メカニズムを利用す
る代替方法として、（ＭＭＥではなく）ホーム基地局１が、ＵＥ２へ向けて手順を開始し
、かつ、インターネットを経由して（Ｄｉａｍｅｔｅｒなどの）ＡＡＡプロトコルを介し
て、あるいは、ＩＰｓｅｃトンネル１３と、通信事業者のネットワーク内のトランスポー
トネットワークとを介して、通信事業者のＨＳＳ／ＡＡＡサーバと通信を行うという代替
方法がある。ＡＡＡクライアントとして動作し、かつ、通信事業者のＨＳＳ／ＡＡＡサー
バと通信を行うことができるようにするためには、ホーム基地局１は、通信事業者のＨＳ
Ｓ／ＡＡＡサーバのＦＱＤＮ（又はＩＰアドレス）を用いて（好適にはインストール時に
Ｏ＆Ｍを介して）構成設定されなければならない。ＵＥ２へ向けて、ホーム基地局１は、
ＰＡＮＡで搬送されるＥＡＰ－ＡＫＡを使用して、認証と、暗号化キーの確定手順とを実
行することになる。ＡＡＡプロトコルの適切な選択として、ＥＡＰをサポートするための
Ｄｉａｍｅｔｅｒ　ＥＡＰアプリケーション又はＲＡＤＩＵＳを選択することも可能であ
る。上記とは別に、ホーム基地局１は、ＡＫＡ手順中にＭＭＥのエミュレーションを行う
と共に、暗号化の開始のみならず通常ＡＫＡ手順の送信を行うＮＡＳメッセージを使用す
る。このケースでは、ホーム基地局１は、ＨＳＳ／ＡＡＡサーバへ向けて３ＧＰＰネット
ワークと共に用いるように適合されたＤｉａｍｅｔｅｒアプリケーションを使用すること
になる。
【００９１】
　さらに、コアネットワーク１５とのＵＥアタッチメントなしでローカルブレークアウト
トラフィックが使用されるシナリオに対してセキュリティを提供する方法として、予め共
有されたキー又は暗号による証明書などに基づいて、ＵＥ２とホーム基地局１との間でＩ
ＫＥ又はＩＫＥｖ２をローカルに使用するという方法がある。予め共有されたキーベース
のＡＫＡはＰＡＮＡの形で搬送されるＥＡＰ－ＡＫＡを用いてＵＥ２とホーム基地局１と
の間でローカルに実行することも可能である。
【００９２】
　（ローカルブレークアウトをサポートしていないか、あるいは、ＵＥ２以外の別のロー
カルブレークアウト方法をサポートする）ホーム基地局との下位互換性上の問題を防止す
る単純な方法として、同報システム情報の形でそのローカルブレークアウトサポートをホ
ーム基地局１に告知させるという方法がある。その場合、ＵＥ２はホーム基地局の能力に
適合することができる（あるいは、ＵＥ２がシステム情報で表されたローカルブレークア
ウト能力の指標を理解しないか、若しくは、ＵＥ２及びホーム基地局１が互換性を有して
いない（即ち、ＵＥ２とホーム基地局１のローカルブレークアウト能力がマッチしない）
か、若しくは、ＵＥ２が別の理由のために、ホーム基地局１のローカルブレークアウト能
力に関して条件を満たしていない場合には、ＵＥ２はローカルブレークアウトの利用を控
えることができる）。下位互換性を処理する別の方法として、ホーム基地局１が、ＵＥの
ローカルブレークアウト関連メッセージと指標の少なくともいずれかを理解しないかもし
れないことを容認するという方法がある。本発明の第１のタイプの実施例の場合、上記方
法は、ホーム基地局１が理解しないローカルブレークアウト無線ベアラ要求のための新た
な専用ＲＲＣメッセージが、ホーム基地局１により無視される可能性があることを意味す
る。（場合に応じて数回再試行した後）予期した応答がなければ、ＵＥ２は、ホーム基地
局１が所望のローカルブレークアウトメカニズムをサポートしていないと結論を下すこと
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になり、次いで、３ＧＰＰコアネットワーク１５に対する正規のベアラの確立を試みるか
、その代わりにベアラの確立を完全に放棄するかのいずれかの選択を行うことができる。
本発明の第２のタイプの実施例の場合、上記アプローチとの下位互換性は、ＭＭＥが、未
知の、予見されない、かつ、エラーを含むＮＡＳプロトコルデータをどのように管理する
かに依存する。ＭＭＥが未知の／理解不能なメッセージパラメータ又はパラメータ値を無
視する（又は適切な場合、デフォルトの解釈を使用する）ようにさせることができれば、
下位互換性はかなり容易に実現されることになる。ホーム基地局１が遮断すべきであった
ローカルブレークアウト関連ＮＡＳメッセージをホーム基地局１がＭＭＥへ転送した場合
、ＭＭＥはこれらのメッセージを正規のメッセージと解釈して、そのようなものとしてこ
れらのメッセージに応答してしまうことが考えられる。応答メッセージ内の予期される情
報不足から、ＵＥ２は、ホーム基地局１が想定されたローカルブレークアウトメカニズム
をサポートしていないこと、並びに、応答メッセージがＭＭＥから着信するものである旨
を推論することができる。それから、ＵＥ２は、手順を続行して（非ローカルブレークア
ウトトラフィックに対する）正規のベアラを確立するか、ベアラの確立を打ち切るかのい
ずれかの選択を行うことができる。
【００９３】
　本発明の実施例によれば、ＵＥ２が、どのトラフィックをローカルにブレークアウトす
べきか、並びに、正規の３ＧＰＰトラフィック１５としてどのトラフィックを処理すべき
かを制御するものであるとはいえ、通信事業者は一般にローカルブレークアウト機能の制
御全体を以前のまま実行してもよい。Ｏ＆Ｍ手段を介して、通信事業者は、例えば、ホー
ム基地局１内のローカルブレークアウト機能を動作可能にすべきか、動作不能にすべきか
を制御してもよい。この動作可能／動作不能の制御は、例えば、曜日と時刻の少なくとも
いずれかに基づいて条件付けることも可能である。この条件付けをさらにきめ細かくして
、ローカルＣＰＥネットワークトラフィック用のローカルブレークアウトと、インターネ
ットアクセス用のローカルブレークアウトとを区別して、ローカルブレークアウト機能が
トラフィックタイプのうちの１つのタイプに対応して動作可能にはなるが、その他のトラ
フィックタイプに対しては動作不能になるようにすることも可能である。さらにきめ細か
な制御によって、ホーム基地局１へパケットフィルタをダウンロードし、例えば、どの宛
先アドレスがローカルにブレークアウトすることが許されているか、あるいは、どの宛先
アドレスがローカルにブレークアウトされてはならないかというような指定を行うことも
可能である。
【００９４】
　図１７は本発明の実施例に係るＯ＆Ｍノード１７０の概略ブロック図である。Ｏ＆Ｍノ
ード１７０は、ホーム基地局１と通信を行うように適合された制御ユニット１７１を備え
、ローカルブレークアウト・トランスポートを行うためにホーム基地局を動作可能にした
り、動作不能にしたりする。
【００９５】
　通信事業者による制御への別のアプローチとして、加入者が（（使用される時刻や、使
用されるのがどのホーム基地局１（又はＣＳＧ　ＩＤ）であるかなどに基づくような））
条件付きで、あるいは、無条件に）ローカルブレークアウト機能の使用を可能にするか否
かを加入者データの中に指定するアプローチがある。加入者データは、ネットワークアタ
ッチメントの結果又はトラックエリアの更新の結果として、（他の加入者データと共に）
ＨＳＳからＭＭＥへダウンロードされるようにすると共に、ＭＭＥは、（１以上の新たな
ＩＥ内の指示を含む）Ｓ１ＡＰ初期コンテキスト設定要求（Ｓ１ＡＰ　ＩＮＩＴＩＡＬ　
ＣＯＮＴＥＸＴ　ＳＥＴＵＰ　ＲＥＱＵＥＳＴ）メッセージなどの適切なＳ１ＡＰメッセ
ージを通じて適宜ホーム基地局１に対して順次指示を出すようにする。
【００９６】
　上記に詳述した本発明のこれら実施例は、ＥＰＳ（ＳＡＥ／ＬＴＥ）コンテキストに基
づくものであり、かつ、ホーム基地局１はＨｅＮＢである。しかし、当業者であれば理解
するように、上記の実施例を３Ｇ及びＨＮＢに適合させることは簡単である。対応するメ
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ッセージ及びパラメータを３Ｇプロトコルでも利用することができる。
【００９７】
　第１のタイプの実施例を３Ｇに適合させるために、ＬＴＥ　ＲＲＣメッセージに関連し
て上述したのと同様に、ローカルブレークアウトベアラの確立のために新たな３Ｇ　ＲＲ
Ｃメッセージを導入することができる。上記とは別に、３Ｇ　ＲＲＣ　ＲＲＣ接続要求（
ＲＲＣ　ＣＯＮＮＥＣＴＩＯＮ　ＲＥＱＵＥＳＴ）メッセージ又は３Ｇ　ＲＲＣ測定報告
（ＲＲＣ　ＭＥＡＳＵＲＥＭＥＮＴ　ＲＥＰＯＲＴ）メッセージなどの既存のメッセージ
で表される新たな指標を利用することも可能である。
【００９８】
　本発明の第２のタイプの実施例を３Ｇに適合させるために、対応する３Ｇ　ＧＰＲＳセ
ション管理メッセージによってＮＡＳメッセージを置換することも可能である。第２のタ
イプの実施例の第１の変形例の場合、ＥＰＳ　ＮＡＳメッセージに関連して上述したのと
同様に、ローカルブレークアウトベアラの確立のために新たな３Ｇ　ＧＰＲＳセション管
理メッセージを導入することができる。第２のタイプの実施例の第２の変形例の場合、（
特別のＡＰＮ値又は特別のＮＳＡＰＩあるいは（特別のＥＰＳベアラ識別値の代わりに）
ＬＬＣＳＡＰＩ値又は特別のＱｏＳ指標を有する）３ＧアクティベートＰＤＰコンテキス
ト要求（３Ｇ　ＡＣＴＩＶＡＴＥ　ＰＤＰ　ＣＯＮＴＥＸＴ　ＲＥＱＵＥＳＴ）メッセー
ジによって、若しくは、（特別のＮＳＡＰＩ又は（特別のＥＰＳベアラ識別値の代わりに
）ＬＬＣＳＡＰＩ値又は特別のＱｏＳ指標を有する）３Ｇアクティベート２次ＰＤＰコン
テキスト（３Ｇ　ＡＣＴＩＶＡＴＥ　ＳＥＣＯＮＤＡＲＹ　ＰＤＰ　ＣＯＮＴＥＸＴ　Ｒ
ＥＱＵＥＳＴ）要求メッセージによって、ＮＡＳ　ＰＤＰ接続要求メッセージを置換する
ことも可能である。第２のタイプの実施例の第３の変形例の場合、（特別のＬＬＣＳＡＰ
Ｉ値又は特別のＱｏＳ指標を有する）３Ｇ修正ＰＤＰコンテキスト要求（３Ｇ　ＭＯＤＩ
ＦＹ　ＰＤＰ　ＣＯＮＴＥＸＴ　ＲＥＱＵＥＳＴ）メッセージによって、又は、（特別の
ＮＳＡＰＩ又は（特別のＥＰＳベアラ識別値の代わりの）ＬＬＣＳＡＰＩ値又は特別のＱ
ｏＳ指標を有する）３Ｇアクティベート２次ＰＤＰコンテキスト要求メッセージによって
ＮＡＳベアラリソース割当て要求メッセージを置換することも可能である。
【００９９】
　本発明のこれら種々の実施例では、ローカルブレークアウト・トランスポートの対象と
すべきトラフィックを、確立されたローカルブレークアウトベアラ２２でホーム基地局１
へ送信する手段によってコアネットワーク１５を経由すべき対象トラフィックから、ロー
カルブレークアウト・トランスポートの対象とすべきトラフィックを分離する処理を行う
のはまさに、ＵＥ２である。この手順は、本発明の実施例に係るＵＥ２における方法を示
すフローチャートである図１４に示されている。ステップ１４１において、ＵＥ２は、上
記に詳述した種々の確立手順のうちの任意の確立手順に従って、ローカルブレークアウト
ベアラ２２を確立するためにホーム基地局１と通信を行う。ローカルブレークアウトトラ
フィック用専用ＩＰアドレスが使用される場合、ローカルブレークアウトベアラ２２を確
立するステップ１４１の必須部分として、このＩＰアドレスを取得してもよいし、あるい
は、上記に詳述したように、専用ＩＰアドレスを取得するためにＵＥによりＤＨＣＰサー
バとの通信が行われるステップ１４２において別個にこのＩＰアドレスを取得してもよい
。ステップ１４３において、ＵＥはローカルブレークアウト・トランスポートの対象とす
べきアップリンクトラフィックを識別し、次いで、ステップ１４４において、ＵＥは、上
記確立されたローカルブレークアウトベアラ２２で上記識別されたアップリンクトラフィ
ックをホーム基地局１へ送信する。なお、ローカルブレークアウト・トランスポートの対
象とすべきアップリンクトラフィックを識別するＵＥによりステップ１４１にトリガをか
けて実行してもよく、それによって、ステップ１４１よりも前にステップ１４３が実際に
は実行されるようになる。しかし、ローカルトランスポートの対象とすべきアップリンク
トラフィックの識別は、アップリンクトラフィックが生成されている間、ＵＥにおいても
連続的に実行される。何らかのアップリンクトラフィックがローカルブレークアウト・ト
ランスポート用として識別されたか否かに係わりなく、ＵＥがホーム基地局１と接続され
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るとすぐにステップ１４１にトリガをかけて実行することも可能である。
【０１００】
　図１５は、ローカルブレークアウト処理に関連してホーム基地局１において実行しても
よい本発明の実施例に係る方法を示すフローチャートである。ステップ１５１において、
ホーム基地局はローカルブレークアウトベアラ２２を確立するためにＵＥ２と通信を行っ
ている。ＵＥがローカルブレークアウトトラフィック用専用ＩＰアドレスの受信を予期し
ている旨を要求した場合、ホーム基地局は、このような専用ＩＰアドレスを取得するため
にＵＥの代わりにＤＨＣＰサーバとも通信を行ってもよい。この取得はステップ１５６に
より示されている。ローカルブレークアウトトラフィック用として専用ＩＰアドレスをＵ
Ｅに提供する種々のオプションについては上記に詳述した。ローカルブレークアウトベア
ラの確立後、ホーム基地局１は、ローカルブレークアウトベアラでアップリンクトラフィ
ックを移動体端末から受信するステップを開始することができる（ステップ１５２）。ス
テップ１５３において、ホーム基地局１は、ローカルブレークアウト・トランスポートに
従って、ローカルブレークアウトベアラで移動体端末から受信したトラフィックを転送す
る。この転送はローカルＣＰＥネットワーク２０を介するローカルノード４への転送か、
アクセスネットワーク１４を介するインターネット２１への転送かのいずれかの転送を意
味する。双方の場合において、このトラフィックをＩＰｓｅｃトンネル１３の外側へ転送
させて、コアネットワーク１５を経由させないようにする。ステップ１５４において、ロ
ーカルＣＰＥネットワーク２０内のローカルノードから、あるいは、ＩＰｓｅｃトンネル
１３の外側にあるインターネットからホーム基地局により受信したダウンリンクトラフィ
ックをローカルブレークアウトベアラ２２でＵＥへ転送する。
【０１０１】
　図１６は、本発明に係る移動体端末（ＵＥ）２の実施例を示す概略ブロック図である。
移動体端末２は無線インタフェース１６４を備え、無線インタフェース１６４によって移
動体端末はホーム基地局などと通信を行うことができる。移動体端末２は、インタフェー
ス１６４を介してデータパケットの受信と転送とをそれぞれ行うように適合された入力ユ
ニット１６３及び出力ユニット１６２をさらに含む。移動体端末２の処理ユニット１６１
が、上記のステップ１４１及び１４３を（さらに、場合に応じてオプションのステップ１
４２も）実行するように適合される。図１６は、ローカルブレークアウト・トランスポー
トをどのトラフィックに対して行うのが望ましいかを指定する構成情報を格納する格納ユ
ニットが移動体端末２に含まれてもよいことも示す。当業者であれば、ハードウェアと、
ファームウェアと、ソフトウェアとのうちの少なくともいずれかを用いて移動体端末２の
種々のユニットを実現できる方法をこの説明から理解するであろう。
【０１０２】
　図１８は本発明に係るホーム基地局１の実施例を示す概略ブロック図である。ホーム基
地局１は無線インタフェース３を備え、無線インタフェース３によって、ホーム基地局は
１つ以上の移動体端末（ＵＥ）と通信を行うことが可能となる。ホーム基地局はインタフ
ェース１８１及び１８３も備え、これらのインタフェースを経由して、ホーム基地局は、
複数のローカルノード及び（３ＧＰＰコアネットワーク１５などの）移動通信システムの
コアネットワーク並びにアクセスネットワーク１４を介してインターネット２１と接続す
ることができる。なお、適用シナリオに応じて、インタフェース１８１及び１８３を組み
合わせるか、あるいは、これらのインタフェースを部分的に組み合わせることが可能であ
る。例えば、上述の第１のシナリオでは、ホーム基地局１は、ローカルノード４へパケッ
トを送信するのに使用するのと同じインタフェースをインターネット２１へのパケット送
信用として使用する。ホーム基地局は、インタフェースを介してデータパケットの受信と
転送とをそれぞれ行うように適合された入力ユニット１８２と出力ユニット１８４とをさ
らに含む。ホーム基地局１の処理ユニット１８５は上記のステップ１５１を（さらに場合
に応じてオプションのステップ１５６も）実行するように適合される。図１８は、上述し
たようにホーム基地局がＮＡＴ１７を含んでもよいことも示す。さらに、ホーム基地局は
ＡＬＧを含んでもよい（但しこのＡＬＧは図１８には示されていない）。当業者であれば
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、ハードウェアと、ファームウェアと、ソフトウェアとのうちの少なくともいずれかを用
いてどのようにホーム基地局１の種々のユニットが実装されるのかをここでの説明から理
解するであろう。
【０１０３】
　添付図面と明細書では、本発明の代表的な望ましい実施例について開示した。また、具
体的な用語が使用されてはいるが、これらは一般的で例示的な意味合いでのみ使用されて
おり、以下に記載の本発明の範囲の限定を意図するものではない。
【０１０４】
　本明細書で用いられている略語の要約
３Ｇ：　　　　　第３世代
３ＧＰＰ：　　　第３世代パートナープロジェクト
ＡＡＡ：　　　　認証、認可＆課金
ＡＤＳＬ：　　　非対称デジタル加入者回線
ＡＫＡ：　　　　認証及びキーアグリーメント
ＡＬＧ：　　　　アプリケーションレベルゲートウェイ／
　　　　　　　　アプリケーション層ゲートウェイ
ＡＰＮ：　　　　アクセスポイント名
ＡＲＰ：　　　　アドレス解決プロトコル
ＡｕＣ：　　　　認証センタ
ＢＢ：　　　　　広帯域ブロードバンド
ＣＰＥ：　　　　顧客構内機器
ＣＳＧ：　　　　非公開加入者グループ
ＣＳＧ　ＩＤ：　非公開加入者グループ識別子
ＤＨＣＰ：　　　動的ホスト構成プロトコル
ＤＮＳ：　　　　ドメイン名システム
ＤＳＬ：　　　　デジタル加入者回線
ＥＡＰ：　　　　拡張可能認証プロトコル
ＥＰＳ：　　　　発展型パケットシステム
ＥＳＰ：　　　　カプセル化セキュリティペイロード
Ｅ－ＵＴＲＡＮ：発展型ＵＭＴＳ地上波無線アクセスネットワーク
ＦＱＤＮ：　　　完全修飾ドメイン名
ＧＧＳＮ：　　　ゲートウェイＧＰＲＳサポートノード
Ｇｉ：　　　　　ＵＭＴＳ　ＧＧＳＮと外部ネットワーク間インタフェース
ＧＰＲＳ：　　　汎用パケット無線サービス
ＧＵＴＩ：　　　グローバルに一意の一時的識別子
ＨｅＮＢ：　　　Ｈｏｍｅ　ｅＮｏｄｅＢ
ＨＮ：　　　　　Ｈｏｍｅ（ｅ）ＮｏｄｅＢ
　　　　　　　（即ち、Ｈｏｍｅ　ＮｏｄｅＢ又はＨｏｍｅ　ｅＮｏｄｅＢのいずれか）
ＨＮＢ：　　　　ホームノードＢ
ＨＳＳ：　　　　ホーム加入者サーバ
ＩＤ：　　　　　識別子
ＩＥ：　　　　　情報要素
ＩＥＥＥ：　　　米国電気電子学会
ＩＫＥ：　　　　インターネットキー交換
ＩＫＥｖ２：　　インターネットキー交換バージョン２
ＩＭＳＩ：　　　国際移動加入者識別子
ＩＰ：　　　　　インターネットプロトコル
ＩＰｓｅｃ：　　（ＲＦＣ４３０１に規定のような）ＩＰセキュリティ
ＩＰｖ４：　　　インターネットプロトコルバージョン４
ＩＰｖ６：　　　インターネットプロトコルバージョン６
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Ｉｕ：　　　　　ＵＭＴＳ内のＲＮＣとコアネットワーク間Ｉｕインタフェース
Ｌ２：　　　　　レイヤ２
ＬＡＮ：　　　　ローカルエリアネットワーク
ＬＢＯ：　　　　ローカルブレークアウト
ＬＬＣ：　　　　論理リンク制御
ＬＬＣＳＡＰＩ：論理リンク制御サービスアクセスポイント識別子
ＬＴＥ：　　　　ロングタームエボリューション
ＭＡＣ：　　　　メディアアクセス制御
ＭＧＷ：　　　　メディア・ゲートウェイ
ＭＩＰｖ６：　　移動ＩＰｖ６
ＭＭＥ：　　　　モビリティ管理体
ＭＳＣ：　　　　移動体交換センタ
ＮＡＳ：　　　　非アクセス層
ＮＡＴ：　　　　ネットワークアドレス変換／トランスレータ
ＮＳＡＰＩ：　　ネットワークサービスアクセスポイント識別子
Ｏ＆Ｍ：　　　　運用及び保守
ＰＡＮＡ：　　　ネットワークアクセス用の認証を搬送するためのプロトコル
ＰＤＣＰ：　　　パケットデータコンバージェンスプロトコル
ＰＤＮ：　　　　パケットデータネットワーク
ＰＩＮ：　　　　個人識別番号
ＱｏＳ：　　　　サービス品質
ＲＡＤＩＵＳ：　ユーザサービスにおける遠隔地からの認証ダイアル
ＲＦＣ：　　　　コメント要求
ＲＬＣ：　　　　無線リンク制御
ＲＮＣ：　　　　無線ネットワーク制御装置
ＲＲＣ：　　　　無線リソース制御
Ｓ１：　　　　（ｅＮｏｄｅＢとＭＭＥ／Ｓ－ＧＷ間などの）
　　　　　　　　ＥＰＳにおけるＥ－ＵＴＲＡＮとコアネットワーク間インタフェース
Ｓ１　ＡＰ：　　Ｓ１アプリケーションプロトコル
　　　　　　　（（Ｈ）ｅＮＢとＭＭＥ間で使用されるプロトコル）
ＳＡＥ：　　　　システムアーキテクチャエボリューション
ＳＡＰＩ：　　　サービスアクセスポイント識別子
ＳＧＳＮ：　　　サービングＧＰＲＳサポートノード
ＳＧＩ：　　　　ＥＰＳ　ＰＤＮゲートウェイと外部ネットワーク間インタフェース
Ｓ－ＧＷ：　　　サービングゲートウェイ
ＳＧＳＮ：　　　サービングＧＰＲＳサポートノード
ＴＳ：　　　　　技術仕様
ＵＥ：　　　　　ユーザ機器
ＵＭＴＳ：　　　汎用移動体通信システム
ＵｐｎＰ：　　　ユニバーサルプラグ＆プレイ
ＵＳＩＭ：　　　ユニバーサル加入者識別モジュール
ＷＬＡＮ：　　　無線ローカルエリアネットワーク
ｘＤＳＬ：　　　Ｘデジタル加入者回線
　　　　　　　（“Ｘ”が「ＤＳＬ」の前に置き得る文字のうちの任意の文字
　　　　　　　　（ＡやＶなど）を表すＤＳＬ技術ファミリを参照）
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【国際調査報告】
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